
（平成２２年１月１４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 86 件

国民年金関係 50 件

厚生年金関係 36 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 64 件

国民年金関係 31 件

厚生年金関係 33 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 3098 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年３月及び 58 年２月から同年３月までの期間の国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 53年３月 

② 昭和 58年２月から同年３月まで 

私は、昭和 53 年３月に転居してから、区役所で国民年金の加入手続を行

った。その２か月又は３か月後に納付書が送られてきたので、加入手続前

の期間の国民年金保険料を納付した。 

昭和 59 年ごろに督促状のようなものが送られてきたので、納め忘れがあ

ったのだと思い、２か月分をまとめて、慌てて郵便局で納付した。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 53 年３月に転居してから、区役所で

国民年金の加入手続を行い、その２か月又は３か月後に納付書が送られてき

たので、加入手続前の期間の国民年金保険料を納付したと主張しているとこ

ろ、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険者資

格取得日からみて、申立人の国民年金の加入手続は同年７月に行われたと推

認でき、その２か月又は３か月後の時点では、申立期間①は保険料を過年度

納付することができる期間であり、申立期間直後の同年４月から同年６月ま

での保険料が納付済みとされていることを考え併せると、申立人が、わずか

１か月と短期間である申立期間①の保険料を納付したと考えても不自然では

ない。 

   また、申立期間②について、申立人は、昭和 59 年ごろに督促状のようなも

のが送られてきたので、２か月分をまとめて、慌てて郵便局で納付したと主



 

  

張しているが、この当時申立人が居住していた区を管轄する社会保険事務所

（当時）では、未納者に対して督促状を発送していた可能性は否定できない

としている上、申立人が納付したとする郵便局は、当時存在していたことが

確認できる。 

   さらに、申立期間②の前後の期間の国民年金保険料は納付済みであり、仮

に、申立人が督促状を受領していたのであれば、２か月と短期間である申立

期間②の保険料を納付したと考えても特段不合理な点は認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3099 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年９月から 51 年３月までの期間及び 60 年２月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 50年９月から 51年３月まで 

② 昭和 60年２月から同年３月まで 

私は、会社を退職した後に市役所出張所で転入手続を行い、その際に、

国民年金の加入手続も行った。その後、市役所から郵送された納付書によ

り銀行で国民年金保険料を納付した。 

私は、海外から帰国したすぐ後にも、市役所出張所で国民年金の再加入

手続を行った。その後、市役所から郵送された納付書により銀行で国民年

金保険料を納付した。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②を除き、25 年以上に渡る国民年金加入期間の

国民年金保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意欲は高かっ

たものと認められる。 

   また、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番

号の任意加入者の被保険者資格取得日からみて、申立人が国民年金の加入手

続を行ったのは、昭和 51 年８月であると推認されるが、その時点では、申

立期間①は、過年度納付により国民年金保険料を納付することが可能な期間

である上、申立人は申立期間①の保険料をさかのぼって納付したかもしれな

いと述べていること及び当時市役所では過年度納付書を社会保険事務所（当

時）から預かっていたことが確認できることなどを踏まえると、保険料の納

付意欲の高かった申立人が、７か月と短期間である申立期間①の保険料を納

付したと考えても特段不合理な点はみられない。 



 

  

   さらに、申立期間②については、申立人が所持する年金手帳により、申立

人が海外から帰国した直後に、国民年金の再加入手続を行っていたことが推

認できることから、再加入手続を行っておきながら、わずか２か月と短期間

である申立期間②の保険料を納付しなかったと考えるのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 50 年９月から

51 年３月までの期間及び 60 年２月から同年３月までの期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3100 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年 10 月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年 10月から 57年３月まで 

私は、昭和 56 年５月又は６月ごろ、市役所で、夫と一緒に国民年金の加

入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料は、夫が夫婦二人分を一緒に、市役所で納付

していた。 

申立期間について、夫の国民年金保険料が納付済みとされているにもか

かわらず、私の分が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料は、申立人の夫が夫婦二人分を一緒

に納付していたと主張しているところ、申立人の夫は、申立人が国民年金に

加入してからは、申立人の夫が夫婦二人分の保険料を一緒に納付していた旨

証言している上、申立人の夫の申立期間の保険料は納付済みとされている。 

   また、申立期間は１回、かつ、６か月と短期間であり、申立期間の前後の

期間の国民年金保険料は納付済みとされており、その前後を通じて申立人の

住所及び夫の仕事に変更はなく、生活状況に大きな変化は認められないこと

から、途中の申立期間の保険料が未納とされていることは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3101 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成５年４月から６年３月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成５年４月から６年３月まで 

② 平成９年８月から同年 10月まで 

私は、平成５年４月に会社を退社する際、事務担当者から国民年金など

の手続について説明を受けていたので、退社後に区役所で国民健康保険の

加入手続と共に厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、その後、

納付書により自宅近くの金融機関で申立期間①の国民年金保険料を納付し

ていた。９年８月に会社を退社した際も同様の手続を行い申立期間②の保

険料を納付していた。申立期間が未加入で保険料を納付していないとされ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①は 12か月と短期間である。 

    また、申立期間①について、申立人は、その直前まで勤務していた会社

の事務担当者から退社後の国民年金及び国民健康保険などについての切替

手続について説明を受けていたことから、退社後その説明どおりに区役所

で切替手続を行ったと主張しているところ、当時、申立人が勤務していた

会社では退職者に対して社会保険関係の事務手続について説明を行ってい

たことが確認できることから、申立内容に特段の不合理な点は認められな

い。 

    さらに、申立人は、区役所で国民健康保険の加入手続を行った際、併せ

て厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、送られて来た納付書に

より自宅近くの金融機関で申立期間①の国民年金保険料を納付したと主張

しているところ、申立期間①当時、申立人は、国民健康保険に加入してい



 

  

ることが確認できる上、保険料を納付したとする金融機関で納付書により

保険料を納付することは可能であったことから、申立人の主張は、信 憑
ぴょう

性が高いものと認められる。 

 

  ２ 一方、申立期間②について、申立人は、平成９年８月に会社を退社の際

も区役所で国民年金及び国民健康保険への切替手続を行ったと主張してい

るが、当該期間に国民健康保険に加入していた記録が確認できないことか

ら、同様に国民年金の加入手続も行わなかったと考えるのが自然である。 

    また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険から国民年金への切替手続

や保険料の納付についての記憶が不明確であることから、当時の加入状況

及び保険料の納付状況が不明である。 

    さらに、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成５年４月から６年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 3102 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 47年７月から 50年３月まで 

② 昭和 55年１月から同年３月まで 

私の国民年金については、私が 20 歳を過ぎたころ、父親が加入手続を行

ったが、保険料については、私が父親から渡された納付書により納付した。

納付に当たっては、父親と同居時には父親が市役所に行く用事が多く、そ

の時に同乗させてもらい市役所窓口で納付を行い、父親と別居してからは

郵便局でも納付したのにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、３か月と短期間である上、申立人は、申立期間②

の前後の保険料は納付済みであり、申立期間②の途中で転居しているもの

の、同一市内における転居であることに加え、住所変更の手続もその都度

適切に行っているものと認められることから、申立期間②の保険料を納付

しなかったとは考え難い。 

    また、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付していたとする郵便

局は申立期間②当時実在していたこと、及び当該郵便局において国民年金

保険料の納付が可能であったことが確認でき、申立内容に特段不合理な点

は認められない。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、その父親が申立人の国民年金の

加入手続を行ったとしているが、その時期については 20 歳を過ぎたころ

としか記憶していないことから、国民年金の加入状況が不明である。 



 

  

    また、申立人の国民年金加入手続が行われた時期は、申立人が居住して

いた市の記録から、昭和 50 年９月ごろと推認され、この時点では申立期

間の一部については、時効により保険料を納付することができないととも

に、申立人もさかのぼって保険料を納付した旨を述べていない。 

    さらに、申立人は、申立期間①の前後を通じて同一市内に居住しており、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

    加えて、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 3103 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年４月から 62 年１月までの期間、63 年６月及び同年９月

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納

付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から 62年１月まで 

② 昭和 63年６月 

③ 昭和 63年９月 

私は、国民年金の加入手続について、はっきりとした時期及び場所の記

憶はない。 

国民年金保険料については、私が 20 歳になった昭和 45 年＊月から同居

していた妻が夫婦二人分の保険料を一緒に納付してきた。 

申立期間の保険料については、自営の美容院を訪れる集金人へ納付して

おり、夫婦二人分の保険料を欠かさず納付してきた。 

美容院の経営は順調であり、申立期間が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付していることから、

保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

 

  ２ 申立期間①について、申立人は、美容院において夫婦二人分の国民年金

保険料を集金人に納付していたとしているところ、申立期間①当時の集金

人等についての記憶は鮮明である上、申立人が居住していた区における制

度とも一致していることが確認でき、申立内容に特段不合理な点は認めら

れない。 

    また、申立人は、昭和 54 年５月に美容院を開業して以来現在に至るまで

継続して営業しており、申立期間①の途中で自宅を新築するなど、国民年



 

  

金保険料を納付するだけの資力はあったものと考えられる上、美容院の店

先において集金人に保険料を欠かさず納付してきたとする申立人の記憶は

具体的かつ鮮明であり、申立期間①の保険料が未納とされていることは不

自然である。 

 

  ３ 申立期間②及び③については、いずれも１か月と短期間である上、申立

期間②及び③の前後の国民年金保険料は納付済みとされており、その前後

を通じて､申立人の住所や仕事に変更はなく、生活状況に大きな変化は認

められないことから、途中の申立期間②及び③が未納とされているのは不

自然である。 

 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 57 年４月か

ら 62 年１月までの期間、63 年６月及び同年９月の国民年金保険料を納付

していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 3104 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年９月から 46 年３月までの期間、同年 10 月から 48 年 12

月までの期間、49 年２月から同年３月までの期間、57 年４月から 62 年１月

までの期間、63 年６月及び同年９月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 45年９月から 46年３月まで 

② 昭和 46年 10月から 48年 12月まで 

③ 昭和 49年２月から同年３月まで 

④ 昭和 57年４月から 62年１月まで 

⑤ 昭和 63年６月 

⑥ 昭和 63年９月 

私は、国民年金の加入手続について、はっきりとした時期及び場所の記

憶はない。 

申立期間①、②及び③の国民年金保険料については、私の夫が 20 歳にな

った昭和 45年＊月から、私が夫婦二人分の保険料を一緒に納付してきた。 

申立期間④、⑤及び⑥の保険料については、夫と営む美容院を訪れる集

金人に納付しており、私が夫婦二人分の保険料を欠かさず納付してきた。 

美容院の経営は順調であり、申立期間が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付していることから、

保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

 

  ２ 申立期間①、②及び③について、申立人は、昭和 45 年２月からその夫と

同居を始め、二人分の国民年金保険料を自宅に訪れる集金人に納付したと

しているところ、申立人が申立期間①、②及び③当時居住していた区にお



 

  

いて集金人制度が存在していることが確認できる上、申立人はその夫とと

もに美容師として継続して働いており、保険料を納付できるだけの資力が

あったものと考えられることから、申立人の夫の保険料が納付済みとされ、

申立人の保険料が未納とされているのは不自然である。 

 

  ３ 申立期間④について、申立人は、美容院において夫婦二人分の国民年金

保険料を集金人に納付していたとしているところ、申立期間④当時の集金

人等についての記憶は鮮明である上、申立人が居住していた区における制

度とも一致していることが確認でき、申立内容に特段不合理な点は認めら

れない。 

    また、申立人は、昭和 54 年５月に美容院を開業して以来現在に至るまで

継続して営業しており、申立期間④の途中で自宅を新築するなど、国民年

金保険料を納付するだけの資力はあったものと考えられる上、美容院の店

先において集金人に保険料を欠かさず納付してきたとする申立人の記憶は

具体的かつ鮮明であり、申立期間④の保険料が未納とされていることは不

自然である。 

 

  ４ 申立期間⑤及び⑥については、いずれも１か月と短期間である上、申立

期間の前後の国民年金保険料は納付済みとされており、その前後を通じて、

申立人の住所や仕事に変更はなく、生活状況に大きな変化は認められない

ことから、途中の申立期間⑤及び⑥が未納とされているのは不自然である。 

 

  ５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 45 年９月か

ら 46 年３月までの期間、同年 10 月から 48 年 12 月までの期間、49 年２月

から同年３月までの期間、57 年４月から 62 年１月までの期間、63 年６月

及び同年９月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 3105 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年 10 月から５年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年 10月から５年３月まで 

私の国民年金の加入手続は、平成４年 10 月ごろに私の母親が市役所で行

った。私は、母親から、「娘の国民年金保険料は未納がないように、納付

書により金融機関で納付してきた。」と聞いており、申立期間が未納とさ

れていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ６か月と短期間である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の母親が納

付書により毎月金融機関で納付したと主張しているところ、当時、同金融機

関は実在しており、納付書により保険料を納付することは可能であったこと

から、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は申立人の兄と連番で払い出され

ており、その兄の保険料は納付済みとなっていることから、申立人のみ保険

料を納付しなかったとするのは不自然である。 

   加えて、申立人が納付したと主張する保険料額は、実際に納付した場合の

金額とおおむね一致している。 

   その上、申立人は、申立期間後について国民年金保険料の未納はなく、厚

生年金保険から国民年金への切替手続きも適切に行われていることから、保

険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 3106 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年８月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年８月から 61年３月まで 

私は、私の夫が昭和 55 年に厚生年金保険に加入した際、夫に勧められて

市役所で国民年金の任意加入手続を行った。国民年金保険の納付について

は、数か月毎に金融機関で納付書を使用して納付したはずであり、任意加

入被保険者の資格喪失の届出をした憶えはないことから、申立期間が未加

入で保険料を納付していないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を市役所又は金融機関で納付書を使

用して納付したと主張しているところ、申立期間当時、申立人が居住してい

た市では納付書方式を採用していたことが確認できる上、同市役所及び金融

機関で保険料を納付することは可能であるとともに、申立人が３か月毎に納

付したと主張する保険料は、実際に納付した場合の金額とおおむね一致して

いることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、オンライン記録によると、申立期間は未加入期間であるが、申立人

は国民年金の資格喪失手続を行った記憶はないと主張しているところ、申立

期間当時、申立人の住所及びその夫の仕事に変更はなく、生活状況に特段大

きな変化は認められない上、喪失する理由も見当たらず、申立人の夫は「妻

が国民年金の資格喪失をする理由はなく、資格喪失した話をきいたこともな

い。」と証言していることから申立人の主張は基本的に信用できる。 

   さらに、申立人は、申立期間当時の保険料を３か月ごとの期別納付で納付

したと主張しており、当時の納付方法も期別納付であったことが確認できた

ことから、保険料が還付された形跡もなく昭和 58 年７月のみ、納付済みと



 

  

なっているのは不自然である。 

 

   加えて、申立人は、昭和 49 年４月に国民年金に加入して以降、国民年金資

格を喪失することなく国民年金保険料を納付し、申立人の夫が厚生年金保険

に加入した 55 年３月にも任意加入して申立期間直前まで保険料を納付した

ことが確認できることから保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

  

 

神奈川国民年金 事案 3107 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年 10 月から 40 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 38年 10月から 40年 10月まで 

私は、昭和 50年 11月に 20歳までさかのぼって国民年金保険料を特例納

付した。平成 20 年 10 月の年金裁定請求時に、年金見込額の試算をしても

らった際には、納付月数 480 月とされていたのに、その後、申立期間は脱

退手当金支給済みの厚生年金保険被保険者期間で国民年金の未加入期間の

ため納付月数が 455 月に変更され、申立期間の保険料を還付する旨の通知

が送られてきた。申立期間の保険料を還付するのではなく、国民年金保険

料の納付期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、平成 21 年１月に厚生年金保険被保険者期間と国民年

金被保険者期間を記録統合するまでは、国民年金の強制被保険者期間として

記録され、第２回特例納付によって納付済みとされていたが、この記録統合

によって、申立期間は、脱退手当金支給済みの厚生年金保険被保険者期間で

国民年金の未加入期間とされたため、同年同月に、申立期間の保険料は還付

する旨の決議がされている。 

   しかしながら、行政側に本来納付できない厚生年金保険被保険者期間を含

む期間の特例納付の納付書を作成したという誤りがあり、このため、申立人

が申立期間の保険料を納付し、これが長期間国庫歳入金として扱われていた

ことは明らかである上、申立期間の厚生年金保険被保険者期間については脱

退手当金が支給済みであり、厚生年金保険の被保険者でなかったものとみな

されることをも踏まえると、制度上国民年金の被保険者となり得ないことを



 

  

理由として申立期間の保険料を還付することにより、申立期間を納付月数か

ら除外することは、信義衡平の原則に反するものと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人の主張どおり、申立期

間を国民年金保険料の納付期間として認めることが相当である。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3108 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年１月から同年６月までの期間及び平成２年４月の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 45年１月から同年６月まで 

② 平成２年４月 

私は、20 歳の時に勤務していた店の事業主宛に、市役所からハガキが届

いたため、国民年金の加入手続を行い、店に来た集金人に、国民年金保険

料を納付していた。申立期間①の保険料は、金額は憶えていないが、転居

して、店の経営を始めた昭和 45 年２月以後に、私が、店に来た集金人に納

付していたはずである。申立期間②の保険料は、納付書で納付していたこ

とを憶えている。私は、保険料をずっと納付していたはずであり、申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②を除き、35 年以上に渡る国民年金加入期間の

国民年金保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意欲は高かっ

たものと認められる。 

   また、申立人が述べている申立期間①及び②の国民年金保険料の納付方法

は、それぞれ当時申立人が居住していた地域の納付方法と一致しているなど、

申立内容に不自然さはみられず、保険料の納付意欲の高かった申立人が、６

か月及び１か月といずれも短期間である申立期間①及び②の保険料を納付し

ていたと考えても特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人の特殊台帳では、申立期間①直後の昭和 45 年７月から 48

年３月までの国民年金保険料は納付済みとされているにもかかわらず、申立

期間①当時申立人が居住していた市が保管する国民年金被保険者名簿では、

この期間の保険料は未納とされており、行政側の記録管理が適切に行われて



 

  

いなかった可能性がうかがえる。 

   加えて、申立期間②については、前後の期間の国民年金保険料は納付済み

とされており、その前後を通じて、申立人の住所や職業に変更はなく、生活

状況に大きな変化は認められないことから、途中の申立期間②の保険料が未

納とされているのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3109 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年７月から 55 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54年７月から 55年４月まで 

私は、昭和 52 年９月に国民年金に加入して以来、厚生年金保険の適用事

業所に勤めていた期間を除いては、必ず国民年金に加入の上、欠かさず国

民年金保険料を納付してきた。申立期間については、54 年７月に会社を辞

めた後、同年８月に転居した区において国民年金への再加入手続を行い、

銀行で納付書により保険料を納付してきたのに、申立期間の国民年金保険

料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年８月に転居先の区役所において国民年金への再加入手

続を行った後、銀行で納付書により保険料の納付を行っていたとしていると

ころ、申立人が所持している国民年金手帳には 54 年８月に国民年金への再

加入手続とともに住所変更手続を行った記載が認められ、申立人が国民年金

への再加入手続を行いながら、申立期間の保険料を全く納付しなかったとは

考え難い。 

   また、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間においては、国民年金

保険料をすべて納付している上、保険料を前納している年度もあり、住所変

更等の手続も適切に行われていることから、国民年金に対する意識が高かっ

たものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3110 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年８月から 60 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年８月から 60年９月まで 

私の国民年金については、昭和 47 年４月以降、私の妻が、夫婦二人分の

国民年金保険料を納付してきた。私と妻は一緒に保険料を納付していたの

で、私のみ保険料が未納となっていることに納得がいかない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求 

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人は、それ以前の約 12 年にわたる期間の国民年金

保険料をすべて納付しており、その後も厚生年金被保険者期間を除き、60 歳

になるまでの約６年間の保険料をすべて納付しているにもかかわらず、途中

の申立期間の保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

   また、申立人の妻は、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきたとして

いるところ、当時から申立人夫婦が居住していた区の収滞納一覧表から夫婦

の納付日が一致していることが確認できる上、申立人の妻については、当委

員会に納付記録の訂正について申立てを行った結果、申立期間の保険料は納

付済みとなっている。 

   さらに、申立人は、申立期間後において国民年金保険料の未納はない上、

厚生年金保険から国民年金への切替手続も適切に行われていることから国民

年金に対する意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3111 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年７月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 43年３月まで 

私は、昭和 42 年９月ごろ、区役所の支所で転出手続を行った際に、同年

７月から同年９月までの３か月分の国民年金保険料を納付した。同年 10 月

から 43 年３月までの保険料は、転居先の区で納付していたはずである。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち昭和 42 年７月から同年９月までの期間については、申立人

は、同年９月に区役所の支所で転出手続を行った際に、この期間の国民年金

保険料を納付したと主張しているところ、申立人が保険料を納付したとする

区役所の支所では、この当時、保険料の収納を行っていたことが確認できる

上、納付したとする金額も当時の保険料額と一致していることから、申立内

容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立期間のうち昭和 42 年 10 月から 43 年３月までの期間については、

申立人は、42 年９月に転居した後に、転居先の区で国民年金保険料を納付し

たと主張しているところ、申立人が所持する国民年金手帳により、申立人は、

同年 10 月に住所変更手続を行っていることが確認できる上、この当時は任

意加入中であることから、住所変更手続を行っておきながら、当該期間の保

険料を納付しなかったと考えるのは不自然である。 

   さらに、申立期間は１回、かつ９か月と短期間である上、申立期間の前後

の期間の国民年金保険料は納付済みとされている。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3112 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年４月から同年９月までの付加保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年４月から同年９月まで 

私は、昭和 49 年 10 月ごろに、集金人に勧められ、国民年金の加入手続

を行った。 

加入手続後の国民年金保険料については、納付書により市役所の窓口で

納付していた。その後、付加年金にも加入し、定額保険料に加えて付加保

険料を納付しており、60 歳以降も国民年金及び付加年金に任意加入してい

たにもかかわらず、申立期間の付加保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ６か月と短期間である。 

   また、申立人が所持する国民年金手帳及び申立人の被保険者名簿では、平

成４年３月に付加年金の資格を喪失した形跡は見当たらない上、申立人の納

付記録では、申立期間の定額保険料は同年３月にまとめて納付されているこ

とが確認できることから、申立期間の付加保険料が未納とされているのは不

自然である。 

   さらに、申立人は、国民年金加入期間について、定額保険料をすべて納付

している上、60 歳以降も国民年金及び付加年金に任意加入しているなど、国

民年金保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付加保

険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3113 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、付

加保険料を含め、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 55年１月から同年３月まで 

私は、昭和 53 年 10 月に私の夫に勧められて国民年金の任意加入手続を

行い、その際、付加年金にも加入した。申立期間の定額保険料及び付加保

険料は、毎月、自宅に送られてきた納付書により市役所の支所で納付して

いたはずであり、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ３か月と短期間である。 

   また、申立期間の前後の期間の定額保険料は納付済みとなっており、その

前後を通じて申立人の住所や夫の職業に変更はなく、生活状況に特段の変化

は認められないことから、途中の申立期間に係る定額保険料が未納とされて

いるのは不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間前後の付加保険料は納付済みとなっているこ

とから、申立期間についても同様に付加保険料を納付していたとするのが自

然である。 

   加えて、申立人は、国民年金に任意加入している上、申立期間を除く国民

年金加入期間の保険料をすべて納付しているとともに、付加保険料を納付し

ている期間も確認できることから、保険料の納付意識は高かったものと認め

られる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3114 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 14 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 14年４月から同年 12月まで 

私は、昭和 61 年４月ごろに私の夫の勤務先から国民年金の加入に関する

案内があったことから、区役所へ行って第３号被保険者の手続を行った。

申立期間について、私は第３号被保険者から第１号被保険者への切替手続

を行い、当初、私は全額免除の申請手続を行ったが、半額免除に決定した

ことを記憶しており、国民年金保険料については、仕事の合間に訪問先の

近隣にある金融機関で納付書により半額分の保険料を納付したはずである。

私は、当時の確定申告書の写しを保管しており、国民年金保険料額も記載

されていることから、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時の確定申告書の写しを保管しており、その社会保

険料控除欄に記載されている支払保険料額は、当時の申立人の国民健康保険

料額よりも高額であることが確認できることから、申立期間の国民年金保険

料が計上されているものと推認でき、申立期間に係る保険料を納付していた

可能性が高いものと認められる。 

   また、申立人は、申立期間後の未納期間について、当時、生活が困窮して

いたことから、この先は納付しなくてもいいと思ったことを鮮明に記憶して

いるとして、今回、申立てをしていないことから、申立人の主張は一貫性が

あり、基本的に信用できる。 

   さらに、申立人が納付したとする保険料額は、申立期間について実際に納

付した場合の金額とおおむね一致している上、申立期間は１回、かつ９か月

と比較的短期間である。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3115 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から同年３月まで 

私は、昭和 42 年 12 月に結婚してからは、義母が私の夫や自身の国民年

金保険料と一緒に私の保険料を納付していたはずであり、申立期間の保険

料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ３か月と短期間である。 

   また、申立期間直後の昭和 42 年４月の国民年金保険料は、特殊台帳による

と 43 年７月５日に納付されたことが確認できることから、その時点におい

て、申立期間の保険料は、過年度納付により納付することは可能である上、

先に経過した申立期間の保険料を納付しないまま、直後の期間について過年

度納付を行うのは不自然である。 

   さらに、申立人の夫は、「私たち夫婦が結婚した時に、私の母親から、お

嫁さんの国民年金保険料も納付しなければいけないという話を聞いた。」旨

証言している。 

   加えて、申立人は、申立期間後、国民年金保険料をすべて納付している上、

昭和 52 年６月からは、定額保険料に加えて付加保険料も納付していること

が確認できることから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3116 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年 10 月から 52 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50年 10月から 52年 11月まで 

私は、大学在学中に私の両親が私の国民年金の任意加入手続を行い、国

民年金保険料を納付してくれたことを憶えており、結婚してからは引き続

き任意加入して自分で保険料を納付していた。未納期間がないように気を

つけて納付していたはずであり、申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の未納期間がないように注意を払い、必ず国民年金保

険料を納付していたと主張しているところ、昭和 50 年８月に転居した際の、

申立人の国民年金の住所変更手続は、国民年金被保険者名簿及び申立人の国

民年金手帳から 52 年 12 月に行われていることが確認でき、その時点で申立

期間の保険料を納付することは可能であった上、当時、転居後の市役所の窓

口で過年度分の納付書を作成していたことが確認できるとともに、納付済み

とされている期間に過年度納付により保険料を納付していた期間が確認でき

ることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人の国民年金手帳及び被保険者台帳の申立人の氏名が間違えて

記載されていること、及び本来保存されているべき昭和 50 年度以降の国民

年金被保険者台帳が存在していないことなどから、当時、行政側の記録管理

に不備があったものと認められる。 

   さらに、申立人の夫は厚生年金保険の被保険者であり、申立期間当時の標

準報酬月額からみて、申立人は保険料を納付する資力を十分に有していたも

のと推認できる。 



 

  

   加えて、申立人は、国民年金に任意加入している上、申立期間を除いて未

納期間はないことから、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3117 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 61年３月まで 

私は、以前から国民年金に加入しようと思っていたので、昭和 55 年５月

に市役所へ行き、国民年金の任意加入手続を行った。国民年金保険料は、

市役所から送られてきた納付書により金融機関で現金を添えて納付した。

第３号被保険者になる直前の時期まで国民年金保険料を納付した記憶があ

り、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ 12か月と短期間である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付書により金融機関で納

付したと主張しているところ、当時、同金融機関は昭和 44 年４月に開設さ

れており、納付書により保険料を収納することは可能であったことから、申

立内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人は、国民年金の第３号被保険者制度が開始された当時、国

民年金保険料の負担がなくなった上、金融機関まで納付に行く必要もなくな

ったので、安堵したことを鮮明に記憶していることから、申立人は第３号被

保険者になる直前の時期まで国民年金保険料を納付していたものと推認でき

る。 

   加えて、申立人は、国民年金に任意加入している上、申立期間を除く国民

年金加入期間について、国民年金保険料の未納はないことから保険料の納付

意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3118 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54年２月及び同年３月 

私の夫は、市役所の支所の窓口で私が国民年金に任意加入できることを

聞いたことから、昭和 54 年２月ごろに同支所で私の国民年金の任意加入手

続を行った。申立期間の国民年金保険料については、加入手続の際、私の

夫がその場で現金により納付したはずであり、未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ２か月と短期間である。 

   また、申立人は、申立人の夫が市役所の支所で申立人の国民年金の加入手

続を行った際、その場で申立期間の国民年金保険料を納付したと主張してい

るところ、当時、同支所の窓口で保険料を納付することは可能であったこと

から申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人は、昭和 54 年２月に国民年金の任意加入手続を行っている

ことが確認できることから、加入手続のみを行い、加入した直後の国民年金

保険料を納付していなかったとするのは不自然である。 

   加えて、申立人は、国民年金に任意加入している上、申立期間後の国民年

金加入期間について国民年金保険料をすべて納付しているとともに、保険料

を前納している期間も確認できることから、保険料の納付意欲は高かったも

のと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3119 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年 11 月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 55年 11月から 56年３月まで 

私が 20 歳になった際、私の姉が私の国民年金の加入手続を行ってくれた。 

国民年金保険料は、口座振替で納付することとしたが、実際に口座振替

が始まるまでは、姉に保険料を預け、自宅に来た集金人に納付してもらっ

ていた。 

私の姉が国民年金保険料を納付したにもかかわらず、申立期間の保険料

が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった際、申立人の姉が申立人の国民年金の加入手続を

行い、申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、申

立人の姉は、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付

していた旨証言している。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険

者資格取得日からみて、申立人の国民年金の加入手続は、昭和 56 年３月ご

ろに行われたものと推認でき、その時点では、申立期間は、現年度納付によ

り国民年金保険料を納付することが可能な期間である。 

   さらに、申立人の姉は、厚生年金保険加入期間を除き、35 年以上に渡る国

民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付していることから、保険料の

納付意欲は高かったものと認められ、納付意欲の高かった申立人の姉が、５

か月と短期間である申立期間の国民年金保険料を納付したと考えても特段不

合理な点は認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年



 

  

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3120 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年 12 月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月から 46年３月まで 

私は、結婚を機に会社を退職後、しばらくして市役所で国民年金の加入

手続を行った。その際に、窓口で未納期間の国民年金保険料の金額と月数

を計算してもらい、市役所の窓口か金融機関でまとめて納付したにもかか

わらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ 16か月と比較的短期間である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、加入手続後に市役

所の窓口又は金融機関でまとめて納付したと主張しているところ、申立人の

国民年金手帳記号番号は昭和 46 年 12 月に払い出されていることが確認でき、

その時点では申立期間の保険料は過年度納付により納付することが可能であ

った上、申立人が加入手続後にまとめて納付したとする保険料額は、申立期

間の保険料をまとめて納付した場合の保険料額とおおむね一致していること

から、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人の夫は、「当時、妻（申立人）から会社退職後に国民年金

に加入し、未納がないように保険料を納付していると聞いていた。」旨証言

している。 

   加えて、申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している上、

口座振替を利用するなど、保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 3136 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年７月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年７月から 53年３月まで 

私の母親は、私が 20 歳になった後、区役所で私の国民年金の加入手続を

行った。その後、昭和 53 年に私が結婚するまでの間、母親又は私が、国民

年金保険料を納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得がいかない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、申立人の母親が加入手続を行い、母親又は

申立人が国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人の姉

は、「妹（申立人）が 20 歳代前半だったころ、母親が妹の国民年金の加入

手続を行い、保険料を納付してくれていた。」と述べている上、申立人の友

人も、申立人が結婚する前から国民年金に加入している旨証言していること

から、申立人の主張には信憑
ぴょう

性がある。 

   また、申立人は、申立期間当時、実家へ行った際に納付書を持ち帰り、自

宅近くの銀行で国民年金保険料を納付していたことなど、保険料を納付して

いた当時の状況について、具体的かつ鮮明に記憶している。 

   さらに、申立人は、申立期間当時、複数の職業に従事し、かなりの収入が

あったことがうかがえる上、申立人の母親も、厚生年金保険における標準報

酬月額が、申立期間の前後を通じて、上位等級で推移していることから、申

立期間の保険料を納付するだけの資力は、十分あったものと考えられる。 

   加えて、申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の保険料を完納して

いる上、国民年金の種別変更手続もほぼ適切に行っているなど、保険料の納

付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3137 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成 12 年８月及び同年９月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成８年７月から 10年８月まで 

② 平成 12年８月及び同年９月 

私は、学生時代に国民年金保険料の免除手続を行わず、そのまま放置し

ていたが、卒業後の平成 11 年４月からは、郵便局などで保険料を納付して

いた。 

また、平成 12 年 10 月、区役所の国民年金係の窓口で、学生時代の未納

期間の保険料について相談した際に、その職員から、19 か月分の保険料額

の提示があったので、すぐに、その分の保険料をさかのぼって納付した。 

私は、申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、申立人の基礎年金番号が、平成 12 年９月に付番

されており、申立人は、この時期に国民年金の加入手続を行ったものと推

認できるところ、申立人の国民年金保険料の納付記録によると、同年 10

月に、その時点で納付可能な 10 年９月までさかのぼり一括して過年度納

付しており、申立人は、その時点で納付することができるすべての保険料

を納付しておきながら、加入手続当時のわずか２か月の保険料を納付しな

かったとは考えにくい。 

    また、申立期間②は、２か月と短期間であり、その前後の国民年金保険

料は納付済みである。 

    さらに、申立人が所持する郵便局の貯金通帳から、平成 12 年 12 月に口

座振替により当月分の国民年金保険料が納付されていたことが確認できる



 

  

が、オンライン記録では、同年 12 月分の保険料は、14 年 11 月に過年度納

付されたことになっているなど、行政側の記録管理が適切に行われていな

かった可能性がある。 

 

  ２ 一方、申立期間①については、申立人が、平成 12 年 10 月に、申立期間

当時にさかのぼり 19 か月分の国民年金保険料を納付したと主張している

が、その時点で、申立期間①は時効により保険料を納付することができな

い上、記録上、同年 10 月、その時点で納付可能な申立期間①直後の 10 年

９月から 12 年３月までの 19 か月分の保険料を納付していることが確認で

きる。 

    また、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成 12 年８月及び同年９月の国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3138 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年３月から 52 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年３月から 58年３月まで 

私は、昭和 52 年ごろ、自営業を始めたのをきっかけに、経理担当の弟が

姉弟二人分の国民年金の加入手続を行ったが、国民年金保険料を納付する

余裕がなかったので、申請免除の手続を行った。その後、54 年ごろに過去

の保険料を納付することができる制度があることを知り、母親からお金を

借りて、国民年金の加入時期までさかのぼり一括して保険料を納付した。 

また、申請免除とされている期間については、過去の国民年金保険料を

一括して納付してしまったことから、申請していた保険料の免除は、取り

消されてしまうものだと思っていたので、弟が、姉弟二人分の保険料を納

付していたはずである。 

さらに、その後の期間についても、引き続き、弟が国民年金保険料を納

付していたはずである。 

私は、申立期間が申請免除期間及び保険料の未納期間とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 48 年３月から 52 年３月までの期間については、

申立人が、54 年ごろ、国民年金保険料をさかのぼり一括して納付したと主

張しているところ、この時期は、第３回特例納付が実施されていた時期で

ある上、申立人は、特例納付することが可能な国民年金の強制被保険者で

あるとともに、申立人が述べる保険料額も、実際に納付した場合に必要と

なる金額とほぼ一致しており、申立内容に不自然さはみられない。 

    また、申立人は、申立人の母親から現金を借りて、同期間の国民年金保



 

  

険料を納付したと述べるなど、保険料を納付した当時の状況について、具

体的かつ鮮明に記憶している上、申立期間当時、申立人と同居していたと

するその父親は、その当時、厚生年金保険における標準報酬月額が上位等

級であったことが確認できることから、申立人の保険料を納付するだけの

資力は十分あったものと考えられる。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 52 年４月から 58 年３月までの期間につい

ては、申立人の弟が、姉弟二人分の国民年金保険料を納付していたとして

いるところ、申立人自身は、保険料納付に直接関与しておらず、その弟か

らも証言を得ることができないことから、同期間の保険料の納付状況は不

明確である。 

    また、申立人及びその弟の国民年金保険料の納付記録によると、国民年

金の加入手続を行った時期から、その弟が厚生年金保険に加入するまでの

間、二人の保険料の納付状況は、すべて一致しているところ、その弟も申

立期間のうち前述の期間が申請免除期間及び未納期間とされている。 

    さらに、申立期間のうち、昭和 52 年度から 56 年度までの申請免除とさ

れている期間について、申立人は、52 年ごろ、申請免除の手続を行ったが、

54 年ごろに過去の国民年金保険料を一括して納付してしまったため、申請

免除が取り消されてしまうものと思い、弟が姉弟二人分の保険料を納付し

ていたはずであると主張しているところ、制度上、保険料の免除が認めら

れた期間について、それ以前の未納とされている保険料を納付したからと

いって、免除を取り消されることはない。 

    加えて、申立期間のうち、昭和 52 年４月から 58 年３月までの国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、ほかに同期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年３月から 52 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3139 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年２月から 52 年２月までの期間及び同年 10 月から 53 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 48年２月から 52年２月まで 

② 昭和 52年 10月から 53年３月まで 

私は、昭和 50 年 11 月に結婚したが、それまでは、私の母親が、母親及

び私の二人分の国民年金保険料を自宅に来た集金人に納付していた。結婚

後は、私の妻が、夫婦二人分の保険料を自宅に来た集金人に納付していた。 

私の母親及び妻が、国民年金保険料を納付していたにもかかわらず、申

立期間の保険料が申請免除又は未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年 11 月に結婚するまでは、申立人の母親が、母親及び

申立人の国民年金保険料を自宅に来た集金人に納付していたと主張している

ところ、申立人の母親は、国民年金制度発足当初から国民年金に加入し、60

歳に到達するまでの期間の保険料をすべて納付しており、保険料の納付意欲

は高かったものと認められ、その母親の申立期間①のうち 48 年２月から 50

年 10 月までの保険料は納付済みとされていることから、申立人の母親が、

この期間の申立人の保険料を納付したと考えても特段不合理な点は認められ

ない。 

   また、申立人は、結婚後は、申立人の妻が、夫婦二人分の保険料を自宅に

来た集金人に納付していたと主張しているところ、申立人の妻は、国民年金

加入期間の大半の保険料を納付しており、保険料の納付意欲は高かったもの

と認められ、その妻の申立期間①のうち昭和 50 年 11 月から 52 年２月まで

の保険料は納付済みとされていることから、申立人の妻が、この期間の申立

人の保険料を納付したと考えても特段不合理な点は認められない。 



 

  

   さらに、社会保険庁（当時）の記録では、申立期間①のうち昭和 48 年２月

から 50 年３月までの保険料が申請免除とされているが、48 年当時申立人が

居住していた市が保管する被保険者名簿では、同年２月及び同年３月の保険

料は納付済みとされていることから、行政側の記録管理が適切に行われてい

なかった可能性がある。 

   加えて、申立期間②は６か月と短期間であり、その前後の期間の国民年金

保険料は納付済みとされており、その前後を通じて申立人の住所及び仕事に

変更はなく、生活状況に大きな変化は認められないことから、途中の申立期

間②の保険料が未納とされていることは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3140 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年 10 月から 53 年３月までの期間及び 56 年４月から同年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 10月から 53年３月まで 

② 昭和 56年４月から同年６月まで 

私は、昭和 50 年９月に会社を退職し、市役所で国民年金の加入手続を行

った。 

その後すぐに結婚したので、結婚後は、私が夫婦二人分の国民年金保険

料を一緒に自宅に来た集金人に納付し、その際に領収書を受け取った。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②は、それぞれ６か月及び３か月と短期間であり、申立期

間①及び②の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされており、その前

後を通じて申立人の住所及び申立人の夫の仕事に変更はなく、生活状況に大

きな変化は認められないことから、途中の申立期間①及び②の保険料が未納

とされていることは不自然である。 

   また、申立人は、申立期間①及び②を除く国民年金加入期間の国民年金保

険料をすべて納付していることから、保険料の納付意欲は高かったものと認

められる。 

   さらに、申立人は、申立人が夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付し

ていたと主張しているところ、申立人の夫の申立期間②の国民年金保険料は

納付済みとされている。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3141 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年６月から同年 10 月までの期間、２年

３月及び同年 11 月の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 54年４月から平成元年３月まで 

② 平成元年６月から同年 10月まで 

③ 平成２年３月 

④ 平成２年 11月 

私は、昭和 56 年の暖かい時期に市役所で国民年金の加入手続を行い、そ

の時点で過去にさかのぼって納付が可能な未納期間の保険料を納付書によ

り金融機関で納付した。加入後の保険料も納付書により金融機関で納付し

ていたはずであり、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②、③及び④については、それぞれ５か月、１か月及び１か月

と短期間である。 

    また、申立期間②、③及び④について、申立人の国民年金手帳記号番号

は平成３年６月に払い出されていることが確認できることから、その時点

で申立人が当該期間の国民年金保険料を納付することは可能であった。 

    さらに、申立人は加入手続当初、過去にさかのぼって納付が可能な未納

期間の国民年金保険料を納付書により金融機関で納付したと主張している

ところ、申立期間②、③及び④当時、納付書により金融機関で過年度の保

険料を納付することは可能であったことから、申立内容に特段不合理な点

は認められない。 

    加えて、申立期間②、③及び④の前後の期間は、申立人の国民年金手帳

記号番号が払い出された後に、過年度納付されていることが確認できるこ



 

  

とから、当該期間の保険料も同様に過年度納付されていたものと推認でき

る。 

 

  ２ 一方、申立人は昭和 56 年の暖かい時期に市役所で国民年金の加入手続を

行ったとしているが、加入時期を特定するような明確な記憶がないことか

ら、加入状況が不明である。 

    また、申立期間①については、上記１で述べたように、申立人の国民年

金手帳記号番号が払い出された時点では、時効により国民年金保険料を納

付することができない期間である上、申立人に別の国民年金手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

    さらに、申立人は、昭和 56 年に国民年金の加入手続を行った時点で、申

立期間①のうち、昭和 54 年度及び 55 年度の納付が可能な保険料をさかの

ぼって納付したと主張しているが、平成３年６月に申立人の国民年金手帳

記号番号が払い出された後、申立人はその時点で納付が可能な元年４月以

降の保険料を過年度納付していることが確認できることから、申立人は３

年６月ごろに国民年金の加入手続を行い、過年度納付を行ったとするのが

合理的である。 

    加えて、申立期間①について、行政機関が長期間にわたり事務処理を誤

ることは考え難い。 

    その上、申立人が、申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 
  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成元年６月から同年 10 月までの期間、平成２年３月及び同年 11 月の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3142 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年２月から同年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年２月から同年８月まで 

私は、昭和 60 年２月に退職後、父親から年金は大切であると言われたこ

ともあり、市役所で国民年金の加入手続を行った。申立期間の国民年金保

険料は、父親に立て替えてもらい、市役所で納付した。申立期間が未加入

とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年２月に退職後、国民年金の加入手続を行ったと主張し

ているところ、申立人の母親は、申立人が国民年金に加入したことを聞いた

旨証言している。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料については、申立人の父親に

立て替えてもらい納付したと主張しているところ、申立人の父親は、申立人

の保険料を立て替えた憶えがあると証言している上、その金額も申立人が主

張する金額に一致している。 

   さらに、申立期間は１回、かつ７か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3143 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年 11 月から 60 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年 11月から 60年 10月まで 

私は、結婚後に余裕ができたので将来のことを考えて国民年金に任意加

入した。その時、過去の厚生年金保険の被保険者期間は、脱退手当金を受

給したため将来の年金に反映しないことを知り非常にがっかりしたので、

国民年金の保険料は払い続けようと強く思ったことを憶えている上、国民

年金の資格喪失手続を行った憶えもないことから、申立期間が未加入で、

保険料を納付していないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ 24か月と比較的短期間である。 

   また、申立人は、国民年金に任意加入して申立期間当時の国民年金保険料

を口座振替または納付書により納付していたと主張しているところ、当該期

間に国民年金の資格喪失をする理由や記憶もない上、国民年金に任意加入し

た際、過去に厚生年金保険の脱退手当金を受け取った期間が、将来の年金額

に反映しないことを知らされて非常にがっかりしたことから、国民年金の保

険料は払い続けようと強く思ったことを鮮明に記憶しているとともに、申立

期間直後の昭和 60 年 11 月から保険料が納付されていることが確認できるこ

とから、申立人の主張は信憑
ぴょう

性がある。 

   さらに、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとなっており、

その前後を通じて申立人の住所やその夫の仕事に変更はなく、生活状況に大

きな変化は認められないことから、途中の申立期間が未納とされているのは

不自然である。 

   加えて、申立人の夫は、「妻が国民年金に加入して保険料を納付していた



 

  

ことは知っていたが、資格を喪失したことや、再度資格を取得した話を聞い

た憶えはない。」旨証言している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3144 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年１月から 61 年３月までの付加保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 52年５月から 53年２月まで 

② 昭和 60年１月から 61年３月まで 

私は、昭和 52 年５月に結婚後、同月のうちに国民年金に任意加入し、そ

の際に、窓口の職員から付加年金を勧められたので付加年金にも加入した。

その後、58 年 10 月に国民年金の資格を喪失したが、60 年１月に付加年金

も含めて再び任意加入手続を行った。申立期間①及び②について、付加保

険料を含めた保険料を納付していたにもかかわらず、付加保険料のみが未

納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立期間は 15か月と比較的短期間である。 

    また、申立人の所持する年金手帳では、申立人が昭和 60 年１月に国民年

金及び付加年金に任意加入した後、第３号被保険者となった 61 年４月ま

での間、資格を喪失した形跡は見当たらないことから、申立期間②の付加

保険料を納付することは可能であった。 

    さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、定額保険料に

付加保険料が加算された納付書により納期限内に金融機関で納付していた

と主張しているところ、申立期間②の大半の定額保険料は納期限内に定期

的に納付されていることが確認できる上、申立人が保険料を納付していた

とする金融機関は当時実在し、保険料を収納していたことが確認できるこ

とから、申立人の主張は基本的に信用できる。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人の所持する年金手帳では、申立人は



 

  

昭和 52 年５月に国民年金に任意加入しているが、付加年金は 53 年３月に

加入していることが確認でき、それ以前に付加年金に加入していたことを

うかがわせる形跡は見当たらない。 

    また、申立人が申立期間①の付加保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、源泉徴収票等)が無く、ほかに申立期間①の付加保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 60 年１月から 61 年３月までの付加保険料を納付していたものと認め

られる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3145 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年 12 月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50年 12月から 52年３月まで 

私の国民年金については、私が 20 歳になった時に、母親が加入手続を行

い、保険料についても別居するまで母親が納付してくれた。当時、金融機

関又は集金人へ保険料を納付しており、もし未納にすれば、市の職員が訪

れるか、督促状が送付されるはずなので、申立期間の保険料が未納となっ

ていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金加入時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番

号が付与された任意加入被保険者の資格取得日から、昭和 52 年 12 月と推認

でき、このことは、申立人が所持する昭和 52 年度の国民年金保険料納入通

知書兼領収書が 52 年 12 月 22 日付けで発行され、52 年４月から同年 12 月ま

での保険料を一括して 53年１月に納付していることからも裏付けられる。 

   また、昭和 52 年 12 月の加入時点においては、申立期間の国民年金保険料

を過年度納付することが可能であった上、申立人が当時居住していた市にお

いては、過年度保険料の納付書の発行が行われていたことが確認できること

から、申立期間の保険料について過年度納付があったものと考えても不合理

ではない。 

   さらに、申立期間当時、申立人と同居し、国民年金保険料を納付していた

とする申立人の母親は、国民年金制度創設当初からの国民年金保険料を納付

しており、申立期間の保険料が納付済みとなっている。 

   加えて、申立人は申立期間以外に保険料の未納はない上、厚生年金保険と

の切替手続も適切に行われていることから、年金に対する意識が高かったも



 

  

のと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3146 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から同年３月まで 

私は、申立期間の途中の昭和 46 年３月に自宅で夫と商売を始めた。申立

期間の国民年金保険料は、開店準備中の自宅に来た集金人に、私と夫の二

人分の保険料を納付した。 

申立期間の夫の国民年金保険料が納付済みとされているのに、私の保険

料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ３か月と短期間であり、その前後の期間の国民年金

保険料は納付済みとされている。 

   また、申立人は、申立人が、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を自

宅に来た集金人に納付していたと主張しているところ、申立人が申立期間当

時居住していた市では、集金人による保険料の収納が行われていたことが確

認できる上、申立人の夫の申立期間の保険料は納付済みとされている。 

   さらに、申立人は、申立期間後は、60 歳に到達するまでの 35 年以上に渡

る期間の国民年金保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意欲

は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3147 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年２月から同年４月までの期間及び 58 年 10 月から 59 年

９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 45年２月から同年４月まで 

② 昭和 58年 10月から 59年９月まで 

私の妻は、夫婦二人分の国民年金の加入手続を行い、その後、集金人に

夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたが、途中からは、金融機関の

私の口座からの振替により納付するようになった。 

国民年金に加入してから、保険料をすべて納付しているにもかかわらず、

申立期間が未加入期間及び保険料の未納期間とされているのは納得できな

い。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①は３か月、申立期間②は 12 か月と共に短期間であり、申立人は、

申立期間①及び②を除き国民年金保険料を完納している上、口座振替制度も

利用するなど、保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   また、申立人の特殊台帳によると、申立期間①は、その当時、申立人が国

民年金の被保険者とされ、国民年金保険料が納付済みとされていた期間であ

ることが確認できるものの、平成７年 12 月に申立人の国民年金の被保険者

資格取得日が変更されたことにより未加入期間とされ、９年９月に申立期間

①の保険料を還付する旨の決議がなされているが、国民年金の被保険者資格

取得日が変更される特段の理由は無く、行政側の記録管理が適切に行われて

いなかった可能性がある。 

   さらに、申立期間②の前後の国民年金保険料は納付済みとされており、納

付意欲の高かった申立人が、途中の申立期間②の保険料を納付しなかったと

考えるのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3148 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年 10 月から 59 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月から 59年９月まで 

私は、夫婦二人分の国民年金の加入手続を行い、その後、集金人に夫婦

二人分の国民年金保険料を納付していたが、途中からは、金融機関の夫の

口座からの振替により納付するようになった。 

国民年金に加入してから、保険料をすべて納付しているにもかかわらず、

申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ 12 か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き

国民年金加入期間の保険料を完納している上、口座振替制度も利用するなど、

保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   また、申立期間の前後の国民年金保険料は納付済みとされており、納付意

欲の高かった申立人が、途中の申立期間の保険料を納付しなかったと考える

のは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3149 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年 10 月から 61 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 55年７月から 60年６月まで 

② 昭和 60年 10月から 61年３月まで 

昭和 57 年１月に結婚した後、私の夫が、市役所で私の国民年金の加入手

続を行ってくれた。夫は、その際に担当者から結婚前の国民年金保険料を

さかのぼって納付することができる旨を聞き、後日、結婚前の 55 年７月か

ら 56 年 12 月までの保険料を納付してくれた。その後、57 年１月以降も、

夫が保険料を納付してくれていた。夫が、きちんと保険料を納付してくれ

ていたにもかかわらず、申立期間①及び②の保険料が未納とされているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、申立人の夫が、申立人の国民年金保険

料を納付していたと主張しているところ、その夫は、国民年金の加入手続

以後、保険料をすべて納付するなど、保険料の納付意識は高かったものと

認められる。 

    また、申立人の国民年金保険料の納付記録によると、申立人は、国民年

金手帳記号番号が払い出された昭和 62 年９月時点で、納付することがで

きる限度の 60 年７月までさかのぼって保険料を納付していることが確認

でき、申立期間②直後の期間の保険料も納付済みとされていることから、

納付意欲の高かった申立人の夫が、６か月と短期間である途中の申立期間

②の保険料を納付しなかったとは考えにくい。 

 

  ２ 一方、申立期間①については、申立人は、国民年金の加入手続等に直接



 

  

関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付して

いたとする申立人の夫も、保険料の納付方法等についての記憶が曖昧
あいまい

であ

るなど、申立期間①当時の保険料の納付状況は不明確である。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 62 年９月時点

で、申立期間①は時効により保険料を納付することができない期間である

上、申立人は、加入手続を行ったとする時期から国民年金手帳記号番号の

払出時期を通じて同一市内に居住しており、別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていた形跡も見当たらない。 

    さらに、申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 60 年 10 月から 61 年３月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3150 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年８月から５年５月までの期間及び同年７月から６年９月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成４年８月から５年５月まで 

② 平成５年７月から６年９月まで 

私の国民年金については、平成４年８月に夫が会社を退職したため、夫

が自らの国民年金加入手続と共に、第３号被保険者から第１号被保険者へ

の種別変更手続を区役所で行った。申立期間①及び②の国民年金保険料に

ついても、夫が区役所の窓口で夫婦二人分を納付したはずであり、夫の保

険料は納付済みとされているのに、私の保険料だけが未納とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫の国民年金加入手続と共に、第３号被保険者から第１号

被保険者への種別変更を行った上で申立期間①及び②の保険料を納付したと

しているところ、申立人の国民年金被保険者名簿及び社会保険庁（当時）の

記録から、申立人の第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更手続は、

夫の国民年金加入手続と同時に行われていたこと、及び申立期間②直後に、

夫が再就職に伴い厚生年金保険に加入したことによる第３号被保険者への種

別変更手続についても適切に行われていたことが確認でき、このように申立

期間の前後において適切に種別変更手続を行いながら、申立期間①及び②の

国民年金保険料を全く納付しなかったとするのは不自然である。 

   また、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料について、夫婦二人

分の保険料を申立人の夫が一緒に納付していたと主張しているところ、夫の

申立期間①及び②の保険料は納付済みとなっている。 

   さらに、申立人は、申立期間以降に国民年金保険料の未納がない上、付加



 

  

年金にも加入するなど保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3151 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年１月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年１月から同年９月まで 

私は、昭和 36 年４月から国民年金に加入し国民年金保険料を納付してい

た。45 年２月ごろ、区役所で国民年金保険料の納付状況を確認したところ、

職員から申立期間の保険料が未納になっていること、及び 43 年２月から６

月までの厚生年金保険の被保険者期間に国民年金保険料を重複して納付し

ているので、申立期間の国民年金保険料に充当することなどを説明され、

記録の訂正のために国民年金手帳を預けて帰った。その後、区役所から、

重複納付した保険料 1,250 円を充当すること、その場合 100 円の不足が生

じるので、不足分を納付できるように納付書を発行する旨の「事務連絡」

文書を受け取った。不足分の 100円は 46年４月に納付した。 

私は、当該事務連絡及び不足分の 100 円を納付した領収証を今でも所持

している。申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年２月当時居住していた地域の区役所において、担当職

員から 43 年２月から６月までの国民年金保険料 1,250 円については、厚生

年金保険の加入期間であったことから納付する必要がなかったので、未納で

あった 39 年１月から９月までの国民年金保険料 1,350 円に充当することと

し、なお不足する 100 円については別途発行する納付書により申立人に納付

を求める旨を記した事務連絡を渡されたとしているところ、申立人は、現に

当該事務連絡文書及び不足分 100 円に係る納付書・領収証書を所持しており、

手書きでメモ用紙に記された当該事務連絡は、同区役所国民年金担当係のゴ

ム印及び担当職員と思われる認印が押されていることから、真正に作成され



 

  

たものと考えられること、及び納付書・領収証書には、39 年１月から９月ま

での充当不足分 100 円と明記され、46 年４月 30 日付けの領収印が確認でき

ることとともに、厚生年金保険加入期間に納付した国民年金保険料額、充当

したとする申立期間の保険料額等、一連の金額はすべて当時の金額と一致す

る。 

   また、申立人の国民年金手帳及び特殊台帳には、昭和 43 年２月から６月ま

での国民年金保険料が納付されたことをうかがわせる記載が認められ、当該

期間については厚生年金保険加入期間であることから、本来、当該期間の国

民年金保険料は還付されるべきところ、当該国民年金手帳及び特殊台帳共に

当該期間については、単に斜線等で消去しているのみであり、申立人に対し

て還付金が支払われた形跡は一切見当たらない。 

   さらに、申立人が所持する国民年金手帳にも申立内容を裏付ける内容の記

載されていることを考えあわせると、同区役所では、２年の時効を超えてい

たにもかかわらず、1,250 円の還付金と別途納付された 100 円をもって、申

立期間の保険料に充当したものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3152 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 50年３月まで 

私は、制度発足当初に夫と共に国民年金に加入して以来、夫の分と共に

市役所の窓口や金融機関で国民年金保険料を欠かさず納付してきた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ 12 か月と短期間である上、申立人は、35 年間にわ

たる国民年金加入期間のうち、申立期間を除いて、すべて保険料を納付して

おり、途中の申立期間の保険料のみを納付しなかったとするのは不自然であ

る。 

   また、申立期間の前後を通じて、申立人の住所や申立人の夫の仕事に変更

はない上、申立人の夫の収入も安定していたと認められることから、申立期

間の国民年金保険料を納付していたものと考えられる。 

   さらに、申立人及びその夫の特殊台帳には、夫婦の姓が共に読み誤って記

載され訂正された形跡もないことから、申立期間当時の行政側の記録管理が

適切でなかった可能性がうかがえる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3153 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 53年３月まで 

私は、昭和 44 年ごろに市役所で国民年金の加入手続を行った。加入手続

後は、自宅に納付書が送られてくるようになったので、納付書を持って、

家族の積立貯金と一緒に郵便局で国民年金保険料を納付していたにもかか

わらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ 12か月と短期間である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、郵便局で納付して

いたと主張しているところ、申立人が保険料を納付していたとする郵便局は

当時実在し、保険料を収納していたことが確認できるとともに、申立人が納

付していたとする保険料額は申立期間当時の保険料額とおおむね一致してい

ることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人は、申立期間後の国民年金保険料について、60 歳到達時ま

ですべて納付している上、保険料を前納している期間もみられるなど、保険

料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3154 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年７月から同年 12 月までの期間及び 42 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 37年７月から同年 12月まで 

② 昭和 42年１月から同年３月まで 

昭和 36 年ごろに、兄が私の国民年金の加入手続を行ってくれた。加入手

続後の国民年金保険料については、兄が未納期間がないように納付してい

たはずである。その後、39 年３月から厚生年金保険に加入し、42 年１月に

会社を退職した際に、市役所で再び国民年金の加入手続を行った。加入手

続後は、夫婦二人分の保険料を一緒に集金人に納付していたにもかかわら

ず、申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立期間は６か月と短期間である。 

    また、申立人の国民年金保険料の納付記録について、申立期間①直後の

昭和 38 年１月から同年３月までの保険料は、当初未納とされていたが、

平成 21 年７月に記録訂正により納付済みとされたことが確認できること

から、行政側の記録管理が適切に行われていなかった可能性がうかがわれ

る。 

    さらに、申立期間①の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされて

おり、その前後を通じて申立人及びその兄の住所や仕事に変更はなく、生

活状況に大きな変化は認められないことから、途中の申立期間①が未納と

されているのは不自然である。 

 
  ２ 申立期間②について、申立期間は３か月と短期間である。 

    また、申立人は、申立期間②の国民年金保険料について、集金人に納付



 

  

していたと主張しているところ、申立人が居住していた市では、当時、集

金人制度が存在していたことが確認できる上、申立人が納付していたとす

る保険料額は、申立期間②当時の保険料額とおおむね一致していることか

ら、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

    さらに、申立人は、申立期間②の国民年金保険料について、申立人が夫

婦二人分の保険料を一緒に納付していたと主張しているところ、その夫の

申立期間②の保険料は納付済みとされている。 

 
  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3155 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年４月から 44 年 12 月までの期間及び 45 年７月から 46 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から 44年 12月まで 

② 昭和 45年７月から 46年３月まで 

私は、昭和 46 年 12 月に結婚後、しばらくして国民年金の加入手続を行

った。その後、47 年１月に市役所から国民年金手帳及び国民年金保険料の

納付に関する通知書が自宅に届いたので、国民年金手帳を受け取りに行き、

その際に、通知書の裏に未納期間の保険料額を記載してもらい、後日送付

された納付書により、同年５月に夫の申請免除期間の保険料と一緒に市役

所で納付したにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、結婚後しばらくして国民年金の加入手続を行い、昭和 47 年５月

に申立人の夫の申請免除期間の国民年金保険料と一緒に未納期間の保険料を

まとめて納付したと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は

46 年 11 月に払い出されていることが確認できる上、申立人が保険料を納付

したとする時期は、第１回特例納付が実施されていた時期であるとともに、

申立人は 42 年４月から国民年金の強制加入期間となっていることから、申

立期間①及び②の保険料を特例納付及び過年度納付により納付することは可

能であった。 

   また、申立人は、国民年金手帳を受け取った際に未納期間の国民年金保険

料額を計算してもらい、後日送付された納付書により未納期間の国民年金保

険料をまとめて納付したと主張しているところ、申立人は、市役所の担当者

が記載したとするメモ書きを所持しており、そのメモ書きには、申立期間①



 

  

及び②の保険料を特例納付及び過年度納付により納付する場合の保険料額が

記載されていることから、申立人が申立期間①及び②の保険料を特例納付及

び過年度納付により納付したと考えても特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料について、申立人

の夫の免除申請期間の保険料と一緒に納付したと主張しているところ、申立

人の夫の申請免除期間の保険料は昭和 47 年５月に納付されていることが確

認できる上、その夫は、「当時、妻（申立人）から、私の申請免除期間の保

険料と一緒に妻の未納期間の保険料をすべて納付してきたと聞いた。」旨証

言している。 

   加えて、申立人の国民年金保険料の納付記録について、申立期間②直後の

昭和 46 年４月から 47 年３月までの保険料は、当初未納とされていたが、平

成 21 年 12 月に記録訂正により納付済みとされたことが確認できることから、

行政側の記録管理が適切に行われていなかった可能性がうかがわれる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたもの認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3156 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年９月から 39 年８月までの期間、44 年 10 月から 45 年１

月までの期間、48 年２月から同年６月までの期間及び 53 年６月から 55 年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36年９月から 39年８月まで 

② 昭和 44年 10月から 45年１月まで 

③ 昭和 48年２月から同年６月まで 

④ 昭和 53年６月から 55年３月まで 

私は、昭和 53 年７月に結婚してしばらくしてから、それまで納付してい

なかった国民年金保険料を納付しようと思い、55 年４月ごろ、区役所へ行

き国民年金の加入手続を行った。その際、窓口の担当者から特例納付の話

を聞き、20 歳からの未納分の保険料を調べてもらい、後日送られてきた納

付書により、郵便局で一括納付したことを記憶しており、申立期間の保険

料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年４月ごろに区役所で国民年金の加入手続を行った後に、

さかのぼって国民年金保険料を一括納付したと主張しているところ、申立人

の国民年金手帳記号番号は 55 年５月に払い出されていることが確認できる

ことから、その時期は、第３回の特例納付が行われた期間である上、申立期

間は国民年金の強制加入期間であることから、当該期間の保険料を納付する

ことは可能であった。 

   また、申立人が、一括納付したとする保険料額は申立期間について実際に

納付した場合の保険料額とおおむね一致する。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付した数か月後の昭和

55 年６月に第３回特例納付が終了したことを聞いた際、過去の未納分の保険



 

  

料をすべて納付できてよかったと思ったことを鮮明に記憶していることから、

申立人は、国民年金の加入手続を行った後に特例納付により保険料を納付し

ていたものと推認できる。 

   加えて、申立人の弟は、「当時、姉から国民年金保険料を未納がないよう

に一括して納付したと聞いていた。」旨証言している。 

   その上、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切に行っ

ている上、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金保険料をほ

とんど納付していることから、保険料の納付意識は高かったものと認められ

る。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3157 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年７月まで 

私は、申立期間当時、洋服店に住み込みで働いており、店主の妻である

従姉から国民年金への加入を勧められたことから、昭和 36 年 10 月ごろに

市役所で加入手続を行い、その場で数か月分の国民年金保険料を納付した。

その後、２回にわたって自転車で同市役所に行き、保険料を納付したはず

であり、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ 16か月と比較的短期間である。 

   また、申立人の国民年金手帳の発行日から、申立人は昭和 36 年 10 月ごろ

に国民年金の加入手続を行ったことが確認できることから、加入手続を行っ

たにもかかわらず、納付意識の高い加入当初の国民年金保険料を納付しなか

ったとするのは不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付した時、市役所まで

自転車で行った様子や、保険料を納付した際の状況を具体的かつ鮮明に記憶

しており、その主張に不自然さは認められない。 

   加えて、申立人に国民年金の加入を勧めたとする申立人の従姉は、国民年

金制度発足当時から 60 歳に到達するまで国民年金保険料をすべて納付して

いる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3158 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年 10 月から平成元年３月までの国民年金保険料について

は、付加保険料を含めて、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年 10月から平成元年３月まで 

私は、昭和 62 年ごろに区役所の年金担当窓口で、「今から国民年金保険

料を納付すれば、国民年金を満額受給することができる。」と言われたこ

とから、国民年金の任意加入手続を行い、併せて付加年金にも加入した。

申立期間については、63 年４月から当該期間を含む１年分の定額保険料及

び付加保険料を納付したにもかかわらず、保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ６か月と短期間である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、昭和 63 年４月から

平成元年３月までの定額保険料及び付加保険料を一括して納付したと主張し

ているところ、申立期間直前の 63 年４月から同年９月までの期間は付加保

険料を含めて前納していることが確認できることから申立人の主張は信憑
ぴょう

性

がある。 

   さらに、申立人が納付したと主張する保険料額は、実際に申立期間を含む

１年分の保険料をまとめて納付した場合の金額とおおむね一致していること

から、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   加えて、申立人は、国民年金に高齢任意加入している上、申立期間を除く

国民年金加入期間の保険料をほとんど納付しているとともに、付加保険料を

納付している期間も確認できることから、保険料の納付意欲は高かったもの

と認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3159 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年８月及び同年９月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 41年９月から 52年６月まで 

② 昭和 52年８月及び同年９月 

私は、時期は憶えていないが、20 歳を過ぎてから区役所で国民年金の加

入手続を行い、申立期間①の国民年金保険料を納付した。昭和 52 年に転居

した後、転居先の市役所で再度、国民年金の加入手続を行ったが、同年７

月の１か月分のみの保険料を納付した記憶はなく、申立期間②の保険料を

一緒に納付しているはずである。 

申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、２か月と短期間である。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 54 年９月に払い出されて

いることが確認できることから、その時点で、申立期間②の国民年金保険

料を納付することは可能であった。 

    さらに、申立期間②の前後の期間に係る保険料は納付済みである上、当

時の保険料は四半期ごとに収納されていることが確認できることから、昭

和 52 年７月の保険料のみを納付して申立期間②に係る同年８月及び９月

の保険料を納付していなかったとするのは不自然である。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、20 歳を過ぎてから区役所で国民

年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付したと主張しているが、申

立期間①当時の加入手続の時期や保険料の納付時期、納付方法等の記憶が

不明確であることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明



 

  

である。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号は、前記１に述べたとおり、昭和

54 年９月に払い出されていることが確認できることから、その時点では第

３回特例納付によらなければ申立期間①の国民年金保険料を納付できない

期間である上、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる形跡も見当たらない。 

    さらに、申立期間①を通じて、申立人は同一区内に居住しており、同一

の行政機関が長期にわたり申立人の記録管理を続けて誤ったとは考え難い。 

    加えて、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料(家計簿、源泉徴収票等)が無く、ほかに保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年８月及び同年９月の国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3160 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年６月から同年 12 月までの期間及び 45 年５月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 44年６月から同年 12月まで 

② 昭和 45年５月から同年 12月まで 

私が 20 歳になった昭和 44 年＊月に、父親が市役所で私の国民年金の加

入手続を行った。加入手続後の国民年金保険料については、父親が私と父

親と母親の分を一緒に市役所で納付していたにもかかわらず、申立期間①

及び②の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立期間はそれぞれ７か月及び８か月と短期

間である。 

   また、申立人は、20 歳の時に申立人の父親が申立人の国民年金の加入手続

を行ったと主張しているところ、申立人の国民年金の加入手続が行われた時

期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の資格取得

日から、昭和 44 年６月ごろと推認でき、申立期間①及び②の国民年金保険

料を納付することは可能であった上、加入手続を行ったにもかかわらず、国

民年金保険料を全く納付しなかったとするのは不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料について、申立人

の父親が、家族三人分の保険料を一緒に納付していたと主張しているところ、

その両親の申立期間の保険料は納付済みとされている上、申立人の母親は、

「息子（申立人）が 20 歳になった時に、夫が息子の国民年金の加入手続を

行い、夫が家族三人分の保険料を一緒に市役所で納付していた。」旨証言し

ている。 

   加えて、申立人の国民年金保険料を納付していたとする申立人の父親は、



 

  

国民年金制度発足時から国民年金に加入し、保険料を完納している上、10 年

近くに渡り付加保険料を納付しているなど、保険料の納付意欲は高かったも

のと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3161 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年５月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年５月から 46年３月まで 

私が昭和 45 年５月に会社退職後しばらくして、母親が市支所で私の国民

年金の加入手続を行った。 

加入手続の際に、母親が市支所の窓口で未納となっていた期間の国民年

金保険料をまとめて納付したにもかかわらず、申立期間の保険料が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は１回、かつ 11か月と短期間である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の母親が市

支所でまとめて納付したと主張しているところ、申立人の国民年金の加入手

続が行われた時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加

入者の資格取得日から、昭和 46 年３月ごろと推認できるが、その時点では

申立期間の保険料は現年度納付が可能であった上、申立人が保険料を納付し

たとする市支所は当時実在し、現年度保険料を収納していたことが確認でき

ることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人は、申立期間後の国民年金加入期間について、国民年金保

険料をすべて納付している上、申立人の保険料を納付したとする母親も国民

年金制度発足時から国民年金に加入し、保険料を完納していることから、両

人の保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3162 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年７月から 37 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年７月から 37年８月まで 

私は、昭和 35 年ごろ、町内の知人に勧められて国民年金の加入手続を行

ったと思う。 

国民年金保険料は、集金人に納付したはずであり、申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 35 年ごろ、国民年金の加入手続を行ったと主張していると

ころ、申立人の国民年金手帳記号番号は、同年 10 月ごろに、夫と連番で払

い出されており、夫婦が一緒に加入手続を行っていること及びその夫の申立

期間の国民年金保険料は納付済みとされていることから、夫と一緒に国民年

金に加入した申立人のみ保険料が未納となっているのは不自然である。 

   また、申立期間が含まれる昭和 36 年度は、申立期間を除く期間は国民年金

保険料が納付済みとされており、本来特殊台帳が保存される必要があるにも

かかわらず、特殊台帳が存在しないことから、行政側の記録管理が適切に行

われていなかった可能性がうかがわれる。 

   さらに、申立期間は１回かつ、14か月と比較的短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2008 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額を平成 12 年 12 月から 13 年９月までは 22 万円、13

年 10 月から 14 年９月までは 26 万円、14 年 10 月から同年 12 月までは 24

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年 12 月１日から 15 年１月 31 日まで 

    厚生年金保険の記録では、申立期間について、標準報酬月額が９万

8,000 円となっているが、申立期間当時の給与は約 32 万円であり、勤

務内容にも変更は無かった。このため、申立期間の標準報酬月額を正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された給料支払明細書の写しから、申立人は、申立期間

に訂正前の標準報酬月額に相当する保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   また、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなった日（平成 15 年１月 31 日）の後の平成 15 年２月５日付けで、

申立人の標準報酬月額が、12 年 12 月から 13 年９月までは 22 万円が９万

8,000 円に、13 年 10 月から 14 年９月までは 26 万円が９万 8,000 円に、

14 年 10 月から同年 12 月までは 24 万円が９万 8,000 円に引き下げられて

いることが確認できる上、申立人と同様に、他の従業員 34 名の標準報酬

月額の記録も一律９万 8,000 円に引き下げられていることが確認できるが、

社会保険事務所において、かかる処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成 12 年 12 月から



  

13 年９月までは 22 万円、13 年 10 月から 14 年９月までは 26 万円、14 年

10 月から同年 12 月までは 24 万円に訂正することが必要であると認めら

れる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2009 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)における資格

取得日に係る記録を昭和 49 年 10 月３日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を９万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年 10 月３日から 50 年１月 13 日まで 

    申立期間のＡ社での船員保険の加入記録が欠落している。当時の乗船

履歴表によると、昭和 49 年７月９日にＡ社からＣ社に出向となり、同

年 10 月３日にＡ社に復職し、申立期間、同社に継続して勤務していた。 

    申立期間について船員保険の被保険者として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の乗船履歴表の記録及び事業主の回答書から、申立人は、申立期間

において同社の所有する船舶に乗船していたことが認められる。 

   また、事業主は、申立人は申立期間継続して勤務し、船員保険料も控除

していたとしている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る船員保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

50 年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、９万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が、申立人に係る船員保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は申立人の申立てどおりの届出は行っておらず、

保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人

に係る昭和 49 年 10 月から同年 12 月までの保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2010 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、平成５年７月７日

であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、平成４年 12 月から５年６月までの標準報酬月額については 15 万

円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 12 月 31 日から５年９月１日まで 

    私は、Ａ社に平成５年８月 31 日まで在籍し、総務で会計の仕事をし

ていたが、厚生年金保険の記録では、４年 12 月 31 日で資格喪失となっ

ていて相違している。 

    申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、Ａ社は平成４年 12 月 31 日に厚生年金保険の

適用事業所でなくなっているが、申立人の厚生年金保険被保険者資格の

喪失日に係る処理は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日

の後の５年７月７日に４年 12 月 31 日にさかのぼって行われていること

が確認でき、かつ、申立人の雇用保険被保険者記録、同僚の証言及び申

立人の記憶から、申立人は、５年８月 31 日まで当該事業所に継続して勤

務していることが認められ、適用事業所でなくなったとされた日におい

て、同社が適用事業所の要件を満たしていたものと認められることから、

当該事業所が適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は

見当たらない。 

   また、申立人は、Ａ社の取締役であったことが、商業登記簿謄本により

確認できるものの、当該資格喪失手続に関与していないと主張している

上、同僚が、｢申立人の担当業務は経理の責任者であり、経営には参画し

ていなかった。｣と証言していることから、申立人が当該資格喪失手続に



  

関与していたことを示す事情はうかがえない。 

   一方、申立期間のうち、平成５年７月７日から同年９月１日までの期間

については、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所であったとする理

由は認められず、厚生年金保険料が控除されていたことを示す給与明細

等の資料もないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年 12 月 31 日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る

記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、

Ａ社が適用事業所でなくなった旨の処理が行われた５年７月７日である

と認められる。 

   また、平成４年 12 月から５年６月までの標準報酬月額については、申

立人のＡ社における４年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、15

万円とすることが妥当である。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2011 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成３年 11 月から４年３月までの期間に係

る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であっ

たと認められることから、当該期間の標準報酬月額を、36 万円に訂正す

ることが必要である。 

   また、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格喪失日は、申立人が主

張する資格喪失日であったと認められることから、申立人の資格喪失日を

平成５年１月 31 日に訂正し、４年４月から同年 12 月までの標準報酬月額

の記録を 36 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年６月１日から３年 11 月１日まで 

             ② 平成３年 11 月１日から５年１月 31 日まで 

    私は、平成元年６月から５年１月までＡ社に勤務していたが、厚生年

金保険の加入記録では、３年 11 月１日から４年４月 30 日までの期間し

か被保険者となっていない。また、３年 11 月 1 日から４年４月 30 日ま

での期間について、標準報酬月額の記録が８万円となっているが、元年

６月から同年 10 月までは 20 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 30 万円、

２年１月からは 35 万円の給与を受けていたので、被保険者期間及び標

準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、当初、申立人のＡ社における厚生年金保険の

被保険者資格喪失日は平成５年１月 31 日、３年 11 月から４年 12 月まで

の期間に係る標準報酬月額は 36 万円と記録されていた。 

   しかし、Ａ社が適用事業所でなくなった日（平成５年１月 31 日）の後

の平成５年２月５日付けで４年４月から同年 12 月までの期間に係る標準

報酬月額がさかのぼって 15 万円に引き下げられ、その後、５年３月５日

付けで３年 11 月から４年 12 月までの期間に係る標準報酬月額がさかのぼ



  

って８万円に引き下げられ、さらにその後、５年８月 23 日付けで申立人

の同社における厚生年金保険の被保険者資格喪失日が４年４月 30 日に訂

正されていることが確認できるが、社会保険事務所（当時）において、当

該３度にわたる訂正処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、同社の取締役であったこ

とが確認できるが、同社の従業員は、「申立人を覚えていない。事務所で

一緒に勤務したことは無い。」と証言しているところ、事業主は「金庫、

印鑑の管理については、営業兼経理担当だった従業員に任せており、申立

人は関与していなかった。」と述べていることから、申立人が当該訂正処

理に関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額

及び資格喪失日について、有効な記録訂正があったとは認められず、申立

人の申立期間のうち、平成３年 11 月から４年３月までの期間に係る厚生

年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認

められることから、当該期間の標準報酬月額を、36 万円に訂正すること

が必要である。 

   また、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格喪失日は、申立人が主

張する資格喪失日であったと認められることから、申立人の資格喪失日を

平成５年１月 31 日に訂正し、４年４月から同年 12 月までの標準報酬月額

の記録を 36 万円に訂正することが必要である。 

   一方、申立期間①について、申立人から提出された銀行預金通帳により、

申立人がＡ社から給与の支給を受けていたことが確認できることから、申

立人が同社に勤務していたことは認められる。 

   しかし、オンライン記録では、申立人は、申立期間①において、Ａ社の

代表取締役であった夫の健康保険の被扶養者であったことが確認できる。 

   また、申立人は申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる資料を保有していない。 

   このほか、申立期間①について、保険料の控除に係る事実を確認できる

関連資料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2012 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 15 年７月７日の標準賞与額に係る記録を 70 万

3,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年７月７日 

    私は、Ａ社に勤務していた平成 15 年７月の賞与について、厚生年金

保険料を控除されて支給されたにもかかわらず、この時の標準賞与額

の記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する賞与明細書から、申立人は、申立期間において、その

主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、その所持する賞与明細書から

70 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主による申立人の申立期間に係る保険料の納付義務の履行に

ついては、事業主は、保険料を納付したとしているが、これを確認できる

関連資料、周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2013 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 53 年５月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 11 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年４月 29 日から同年５月１日まで 

    会社の指示により、出向先のＡ社から出向元のＢ社へ勤務先が変更に

なった。異動日は「昭和 53 年５月１日付け」である。出向先のＡ社担

当者の書類作成ミスにより、日付を誤記したため異動した際の厚生年金

保険被保険者記録が１か月欠落している。申立期間の被保険者記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の異動辞令及び同社の保管する健康保険組合に係る健康保険被保険

者資格喪失届から判断すると、申立人は申立てに係るグループ会社に継続

して勤務し（昭和 53 年５月１日に、Ａ社からＢ社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

53 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から 11 万円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は資格喪失日について誤って届け出たことを認めている

ことから、その結果、社会保険事務所は、申立人の申立期間に係る保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ



  

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む）、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2014 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成８年５月から 11 年 12 月までの期間に係

る標準報酬月額については、８年５月から同年９月までの期間は 36 万円、

８年 10 月から 11 年 12 月までの期間は 34 万円に訂正することが必要であ

る。 

   なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年５月１日から 13 年１月１日まで 

    私が、Ａ社に勤めていた申立期間の給与は月額 40 万円であったのに、

この期間の標準報酬月額が 22 万円になっているので調査し訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成８年５月１日から 12 年１月１日までの期間につ

いては、申立人所持の給与支給内訳書及び平成９年度から 12 年度までの

地方税納税通知書から、申立人は、オンライン記録による標準報酬月額を

上回る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認

できる。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額

か申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

   したがって、給与支給内訳書及び地方税納税通知書から確認できる報酬

額又は保険料控除額から、当該期間に係る標準報酬月額は、平成８年５月

から同年９月までの期間は 36 万円、８年 10 月から 11 年 12 月までの期間



  

は 34 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主による申立人の当該期間に係る保険料の納付義務の履行に

ついては、経理担当の取締役が実際の給与より低い報酬月額で届け出たと

していることから、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該報酬月額

に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、平成 12 年１月１日から 13 年１月１日までの期

間については、申立人の所持する平成 12 年分給与所得の源泉徴収票に記

載されている保険料控除額が、オンライン記録による標準報酬月額に見合

う保険料額であることが確認できることから、当該期間についてその主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2015 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間のうち平

成 17 年１月から同年８月までの期間の標準報酬月額を 34 万円に訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年１月１日から 18 年６月 21 日まで 

    私は、平成 15 年 10 月から 18 年６月 20 日までの期間にＡ社で働いて

いたが、給与の減額はなかったのに、申立期間の標準報酬月額が低くな

っており、納得できない。申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している給与支給明細書により、平成 17 年４月及び同年

５月については、34 万円の標準報酬月額に相当する保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが確認できる。 

   また、オンライン記録によると、平成 17 年６月 24 日付けで申立人の同

年１月から同年５月までの期間の標準報酬月額が、当初の 34 万円から９

万 8,000 円にさかのぼって引き下げられていることが確認できる上、Ａ社

で同時期に２年さかのぼって標準報酬月額が引き下げられている者も複数

確認できる。 

   さらに、Ａ社の代表取締役は、「厚生年金保険料の滞納があり、役員等

の標準報酬月額を引き下げた。」と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、平成 17 年６月 24 日付けで行われた訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該訂正

処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。

このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている申立人の同年１

月から同年８月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務

所に当初届け出た 34 万円に訂正することが必要と認められる。 



  

   一方、申立期間のうち平成 17 年９月から 18 年５月までの期間について、

当該訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（17 年９月１日）で申立

人の標準報酬月額は９万 8,000 円と記録されているところ、当該処理につ

いては訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会

保険事務所の処理が不合理であったとは言えない。 

   また、Ｂ市発行の申立人の所得証明書の社会保険料控除額から計算する

と、オンライン記録と同額の標準報酬月額９万 8,000 円に相当する厚生年

金保険料額であると考えられる。 

   さらに、Ａ社の経理担当者は、「標準報酬月額訂正後は、訂正後の標準

報酬月額相当の保険料を給与から控除した。」と供述している。 

   加えて、Ａ社で同時期に標準報酬月額を訂正された同僚の給与支給明細

書から、オンライン記録どおりの標準報酬月額相当の保険料が控除されて

いることが確認できる。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2016 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、昭和 48 年９月から 49 年７月までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は申立人

の主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該期

間に係る標準報酬月額を 48 年９月及び同年 10 月は 13 万 4,000 円、48 年

11 月から 49 年７月までは 15 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年８月から 46 年９月まで 

             ② 昭和 48 年８月から 49 年７月まで 

    厚生年金保険の被保険者記録について、Ａ社（現在は、Ｃ社）Ｂ工場

に勤務していた期間のうち、昭和 45 年から 49 年にかけて 20 数箇月に

わたり標準報酬月額が誤っている。給与明細書を提出するので、支給さ

れていた給与に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②のうち、昭和 48 年９月から 49 年７月までの期間について、

厚生年金保険被保険者原票によると、申立人の標準報酬月額は 10 万

4,000 円と記録されている。 

   しかし、Ｃ社提出の健康保険厚生年金保険被保険者台帳の記録には、申

立人の当該期間に係る標準報酬月額は、48 年９月及び同年 10 月は 13 万

4,000 円、48 年 11 月から 49 年７月までは 15 万円と記録されていること

が確認できる。 

   また、申立人が保管する昭和 48 年９月から 49 年７月までの給与明細書

により確認できる厚生年金保険料の控除額に相当する標準報酬月額と、Ｃ

社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者台帳に記録されている標

準報酬月額が一致している。 

   さらに、Ｃ社は、「社内記録である健康保険厚生年金保険被保険者台帳

の記載内容どおりに社会保険事務所に届出を行っている。」と回答してい



  

る。 

   これらを総合的に判断すると、当該期間について、事業主が社会保険事

務所に届け出た標準報酬月額は申立人の主張する標準報酬月額であったと

認められる。 

   一方、申立期間①及び申立期間②のうち昭和 48 年８月の申立人の標準

報酬月額については、厚生年金保険被保険者原票と、Ｃ社から提出された

健康保険厚生年金保険被保険者台帳の記録及び給与明細書の厚生年金保険

料の控除額に相当する標準報酬月額が一致していることから、これを認め

ることはできない。 

   また、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、Ｃ社より提出された健

康保険厚生年金保険被保険者台帳の記録から、昭和 48 年９月及び同年 10

月は 13 万 4,000 円、48 年 11 月から 49 年７月までは 15 万円に訂正する

ことが必要であると認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2017 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ工場における資格

喪失日に係る記録を昭和 51 年 12 月１日に訂正し、同年 11 月の標準報酬

月額を 20 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間の被保険

者記録が欠落しているとの回答を得た。後になって、当該期間は事業所

がＡ社からＢ社に変わった時であることを知った。 

    しかし、両社の代表取締役は同一人であり、私は、申立期間も含めて

勤務場所や勤務内容は変わっていないので、当該期間について被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び複数の元同僚の証言から、申立人は申立期間につい

て、Ａ社に継続して勤務し（昭和 51 年 12 月１日にＡ社Ｃ工場からグルー

プ会社のＢ社に異動）、事業主により申立期間の厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場におけ

る昭和 51 年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、20 万円とする

ことが妥当である。 

   一方、厚生年金保険被保険者原票によると、Ａ社Ｃ工場は、昭和 51 年

11 月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間は適

用事業所としての記録が無い。しかし、複数の元同僚が、「申立期間も継

続して勤務していた。」と証言していることから、同社Ｃ工場は、当時の



  

厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断され

る。 

   なお、事業主は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、

社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、

申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2018 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ工場における資格

喪失日に係る記録を昭和 51 年 12 月１日に訂正し、同年 11 月の標準報酬

月額を 13 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間の被保険

者記録が欠落しているとの回答を得た。後になって、当該期間は事業所

がＡ社からＢ社に変わった時であることを知った。 

    しかし、両社の代表取締役は同一人であり、私は、申立期間も含めて

勤務場所や勤務内容は変わっていないので、当該期間について被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び複数の元同僚の証言から、申立人は申立期間につい

て、Ａ社に継続して勤務し（昭和 51 年 12 月１日にＡ社Ｃ工場からグルー

プ会社のＢ社に異動）、事業主により申立期間の厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 51 年 10 月の

Ａ社Ｃ工場における社会保険事務所（当時）の記録から、13 万 4,000 円

とすることが妥当である。 

   一方、厚生年金保険被保険者原票の記録によると、Ａ社Ｃ工場は、昭和

51 年 11 月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期

間は適用事業所としての記録が無い。しかし、複数の元同僚が、「申立期

間も継続して勤務していた。」と証言していることから、同社Ｃ工場は、



  

当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判

断される。 

   なお、事業主は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、

社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、

申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2019 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち平成 10 年９月１日から 11 年１月１日までの

期間における厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

10 年９月１日に訂正し、同年９月から同年 12 月までの標準報酬月額を 17

万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年４月１日から 11 年１月１日まで 

    私は、Ａ社で舞台や催事等の照明部門の企画や演出の仕事をしていた。

厚生年金保険の記録では、平成 11 年１月１日から加入となっているが、

実際は、10 年３月に見習いとして入社し、同年４月１日から正社員と

して保険料を給与から控除されていたので、申立期間について厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち平成 10 年９月１日から 11 年１月１日までの期間につい

ては、申立人の保有する 10 年 11 月及び 12 月分の給与明細書並びに同年

分源泉徴収票及び申立人の保有するＡ社の同年分源泉徴収簿により、申

立人は、同社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   一方、申立期間のうち、平成 10 年４月１日から同年９月１日までの期

間については、Ａ社から関係事務を委託されていたとする税務会計事務

所が提出した申立人に係る交通費の記録及び複数の同僚の証言から、申

立人が当該期間に同社に勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、申立人の保有する平成 10 年分源泉徴収票の社会保険控

除額は、申立人の保有するＡ社の同年分源泉徴収簿に記載されている、



  

同年９月から同年 12 月までの期間に係る社会保険料控除額と一致するこ

とが確認できる。 

   また、税務会計事務所は、「申立人についての平成 10 年８月以前の社

会保険料の控除に関する資料は無く、当該期間は、見習い期間であり、

保険料は控除していないと思う。」旨を回答しており、源泉徴収票に記

載されている就職年月日及び給与明細書に記載されている入社年月日は、

いずれも 10 年９月１日であることが確認できる。 

   さらに、申立人と同時期に入社した同僚は、「申立人は、新卒者に対し

て入社の数箇月前から始まった研修に途中から加わったので、正社員に

なるのが遅れたのかもしれない。」と回答している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間における厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   また、申立期間のうち平成 10 年９月から同年 12 月までの標準報酬月額

については、上記の給与明細書、源泉徴収票及び源泉徴収簿から、17 万

円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は既に死亡しており、事業所の実態も確認できず、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務

所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資

料及び周辺事情がないことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2020 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成７年 10 月 21 日から同年 12 月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

７年 10 月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 47 万円とすること

が必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

   また、申立人の申立期間のうち、平成７年 12 月から 18 年８月までの期

間に係る標準報酬月額の記録については、７年 12 月から８年９月までは

47 万円、８年 10 月から 15 年３月までは 44 万円、15 年４月から 18 年８

月までは 47 万円と訂正する必要がある。 

   なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年 10 月 21 日から同年 12 月１日まで 

             ② 平成７年 12 月１日から 18 年９月１日まで 

    社会保険事務所からもらった厚生年金保険の年金記録照会回答票を確

認したところ、会社が平成７年 12 月以降の標準報酬月額について虚偽

の届出をしていることが分かった。標準報酬相違の届出をされていた他

の同僚３名と共に社長に問いただしたところ、20 年８月まで改ざんし

ていることを認めたため、保険料時効消滅期間の２年分についてさかの

ぼって記録を訂正してもらったが、18 年８月以前の標準報酬相違につ

いても訂正してもらいたい。 

    また、厚生年金保険の記録によると、申立期間①が被保険者となって

いないが、経営上の都合で平成７年 10 月までは関連会社から、同年 11

月以降はＡ社から、間を空けることなく同額の給与が振り込まれている。

保険料控除も 12 か月分控除されているので記録を訂正してもらいたい。 



  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の所有する給与振込口座の預金通帳及び平

成７年分給与所得の源泉徴収票により、申立人がＡ社に継続して勤務し、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額は、平成７年分給与所得の源泉徴収票に

おいて確認できる保険料控除額から、47 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は資格取得日について、平成７年 10 月 21 日に届け出る

べきところを、同年 12 月１日として届け出たと認めていることから、そ

の結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年 10 月及び同年 11

月の保険料についての納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   また、申立期間②について、申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違

について申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月

額の範囲内であることから、これら標準報酬月額の範囲内のいずれか低い

方を認定することとなる。 

   申立人の保有する給与明細書において確認できる報酬月額に見合う標準

報酬月額は、申立期間の全期間にわたり 47 万円であり、一方、当該給料

明細書において確認できる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は、平

成７年 12 月から８年９月までは 47 万円、８年 10 月から 15 年３月までは

44 万円、15 年４月から 16 年９月までは 56 万円、16 年 10 月から 18 年８

月までは 53 万円である。 

   したがって、申立人の標準報酬月額として認定される額は、平成７年

12 月から８年９月までは 47 万円、８年 10 月から 15 年３月までは 44 万

円、15 年４月から 18 年８月までは 47 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、給与明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見

合う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、平

成７年 12 月から 18 年８月までの申立期間②の全期間にわたり一致してい

ない上、事業主は、誤った標準報酬月額で届出を行ったことを認めている

ことから、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2021 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成９年４月

及び同年５月は 26 万円、９年６月から同年８月までは 28 万円、９年９月

は 26 万円、９年 10 月から 10 年８月までは 28 万円、10 年９月から 11 年

４月までは 30 万円、11 年５月及び同年６月は 28 万円、11 年７月から 12

年 10 月までは 30 万円に訂正する必要がある。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月１日から 12 年 11 月１日まで 

    平成９年４月にＡ社に入社し、最初から 28 万円くらいのお給料をい

ただき、保険料もその金額分で差し引かれていたが、厚生年金保険の被

保険者記録では、標準報酬月額が 18 万円になっていておかしい。 

    給与明細書からは給与支給額に相当する保険料が控除されているので、

標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。した

がって、申立人の申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持する

給与明細書の報酬月額及び保険料控除額から、平成９年４月及び同年５月

は 26 万円、９年６月から同年８月までは 28 万円、９年９月は 26 万円、

９年 10 月から 10 年８月までは 28 万円、10 年９月から 11 年４月までは

30 万円、11 年５月及び同年６月までは 28 万円、11 年７月から 12 年 10



  

月までは 30 万円とすることが必要である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、給与明

細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン

記録とは一致しておらず、オンライン記録によると、平成９年４月から

12 年９月までは 18 万円、12 年 10 月は 20 万円となっていることから、事

業主は給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報

酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人

が主張する標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2022 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する昭和 21 年２月１日に厚生年金保険被保険

者の資格を取得し、26 年 10 月３日に資格を喪失した旨の届出を社会保険

事務所（当時）に行ったことが認められることから、当該期間に係る申立

人の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 21 年２月及び同年３

月は 200 円、21 年４月から 22 年５月までは 450 円、22 年６月から 23 年

７月までは 600 円、23 年８月から同年 12 月までは 7,200 円、24 年１月か

ら同年４月までは 7,500 円、24 年５月から 26 年９月までは 8,000 円とす

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 45 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年２月１日から 26 年 10 月３日まで 

    私は、前に勤めていた会社の同僚に紹介されて、昭和 21 年 10 月にＡ

社Ｂ工場に入社し、26 年９月まで同工場に勤務した。その間、給与か

ら厚生年金保険料を控除されていたはずなので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人と同姓同名かつ

同一生年月日の者が同社において昭和 21 年２月１日に資格を取得し、26

年 10 月３日に資格を喪失した旨の記載が確認できる。 

   また、申立人が提出した写真及び同僚の証言により、申立人はＡ社に昭

和 21 年２月１日から 26 年 10 月３日まで継続して勤務していたことが認

められる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の被保険者

記録であり、事業主は、申立人が昭和 21 年２月１日に資格を取得、26 年

10 月３日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認



  

められる。 

   なお、標準報酬月額については、上記の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿の記録から、昭和 21 年２月及び同年３月は 200 円、21 年４月から 22

年５月までは 450 円、22 年６月から 23 年７月までは 600 円、23 年８月か

ら同年 12 月までは 7,200 円、24 年１月から同年４月までは 7,500 円、24

年５月から 26 年９月までは 8,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2023 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成４年 10 月から５年２月までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人の主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の標

準報酬月額を、32 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成５年３月 26 日から同年４月１日までの期

間について、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＢ社における

資格取得日に係る記録を同年３月 26 日に訂正し、５年３月の標準報酬月

額を 32 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る平成５年３月の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年 10 月１日から５年３月 26 日まで 

             ② 平成５年３月 26 日から同年４月１日まで 

    申立期間①について、平成 20 年 11 月ごろ社会保険事務所の職員が自

宅に訪問した際、Ａ社に勤務していた時の標準報酬月額が 10 万 4,000

円に下げられていることが分かった。給与明細書等の資料は無いが、１

か月 35 万円から 36 万円の給与に見合った保険料を控除されていたと思

うので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

    また、申立期間②について、勤務していたレストランの経営がＡ社か

らＢ社に移った際にも、厚生年金保険には継続して加入していたと思う

ので、当該期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、オンライン記録では、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、当初、申立人が主張する 32 万円と記録されていたところ、

申立人がＡ社において資格を喪失した日（平成５年３月 26 日）の後の平



  

成６年３月３日付けで、さかのぼって 10 万 4,000 円に引き下げられてい

ることが確認できる。 

   また、申立人を除く 43 名についても申立人と同様の訂正処理が行われ

ていることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理

を行う合理的な理由は見当たらない。 

   さらに、申立人と同様の訂正処理が行われている同僚が所持している給

与明細書から、訂正前の標準報酬月額で厚生年金保険料が控除されてい

ることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額

については、有効な記録訂正があったとは認められず、当該期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、32 万円に訂

正することが必要である。 

   申立期間②について、申立人は、勤務していた事業所の経営母体がＡ社

からＢ社に変わった際の状況を詳細に記憶しており、その説明は、当時

の同僚の供述と一致している。 

   また、同僚は、「申立人は当該期間にＢ社に勤務していた。」と供述し

ている。 

   さらに、申立人と同様に、当該期間の被保険者記録が欠落している同僚

が保管する当該期間に係る給与明細書には、厚生年金保険料が事業主に

より給与から控除されていた旨の記載が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、Ｂ社に継続して勤務し、当該

期間に係る保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

   また、申立期間②の標準報酬月額については、平成５年４月のＢ社に係

る社会保険事務所の記録から、32 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主による申立人に係る保険料の納付義務の履行については、

事業所及び事業主の現住所が不明であるため確認できず、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから明らかではないと判断せ

ざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務

所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2024 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額を 36 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年３月１日から同年 11 月 11 日まで 

    平成 20 年 11 月ごろに社会保険事務所から通知があり、照会したとこ

ろ、申立期間について、標準報酬月額が９万 8,000 円に下げられている

ことが分かった。給与明細書等は残っていないが、35 万円ぐらいの給

与額があり、それに見合った厚生年金保険料も控除されていたはずなの

で、正しい標準報酬月額に直してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初、

申立人が主張する報酬月額に相当する 36 万円と記録されていたところ、

申立人のＡ社における被保険者資格の喪失日である平成８年 11 月 11 日

の後の９年４月２日付けでさかのぼって９万 8,000 円に引き下げられて

いることが確認できる。 

   また、Ａ社の代表者を含め同社で被保険者資格を取得していた同僚につ

いては、オンライン記録によると、137 名中 88 名（うち、52 名が申立人

と同日の９年４月２日に訂正処理）がさかのぼって標準報酬月額を引き

下げられていることが確認できるが、社会保険事務所において、このよ

うにさかのぼって訂正処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間の標準報酬月額につい

ては、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 36 万円に訂

正することが必要である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2025 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格喪失日は平成９年２月１日であると認められ

ることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、24 万円とすることが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年１月 31 日から同年２月１日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録では、Ａ社の資格喪失日が平成９年１月

31 日となっているが、退職した日が同年１月 31 日であり、添付した

「厚生年金保険資格取得・喪失連絡票」及び「厚生年金基金連合会の年

金支給義務承継通知」には資格喪失日が同年２月１日とあるため、同社

の資格喪失日は同年２月１日が正しいと思う。 

    厚生年金保険被保険者資格の喪失日を平成９年１月 31 日から同年２

月 1 日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   企業年金連合会が提出した厚生年金基金の加入記録、雇用保険の加入記

録、Ａ社の保持する雇用保険被保険者離職証明書及び申立人が提出した厚

生年金基金連合会の年金支給義務承継通知により、申立人が同社に継続し

て勤務していたことが認められる。 

   また、上記の企業年金連合会が提出した厚生年金基金の加入記録及び申

立人が提出した厚生年金基金連合会の年金支給義務承継通知によると、申

立人が平成９年２月１日にＡ社で当該厚生年金基金の加入員資格を喪失し

たことが確認でき、加入期間に欠落は無い。 

   さらに、事業主に照会したところ、当時、厚生年金保険の資格取得及び

喪失に係る届出は、複写式の様式を使用しており、厚生年金基金に提出し

たものと同一内容の書類で社会保険事務所（当時）に届出を行っていた旨



  

の回答があった。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

事業主は、申立人が平成９年２月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失

した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間に係る厚生年金基

金の記録から、24 万円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2026 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額を平成 10 年１月から 11 年８月までの期間は 56 万円、

11 年９月から 12 年９月までの期間は 59 万円、12 年 10 月から 15 年１月

までの期間は 62 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年１月１日から 15 年２月 17 日まで 

    厚生年金保険の受給手続の際、被保険者記録照会回答票で申立期間の

標準報酬月額が低くなっているのが分かった。私が所持しているＡ社の

給与明細書では、記録されている標準報酬月額より高い額の厚生年金保

険料が給与から控除されているので、控除されていた保険料に見合う標

準報酬月額に記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初、

平成 10 年１月から 11 年８月までの期間は 56 万円、11 年９月から 12 年

９月までの期間は 59 万円、12 年 10 月から 15 年１月までの期間は 62 万

円と記録されていたところ、15 年２月 25 日付けで、10 年１月１日にさか

のぼって９万 8,000 円に引き下げられ、Ａ社が適用事業所に該当しなくな

った日（平成 15 年２月 27 日）まで継続していることが確認できる上、申

立人を除く３名についても同様の処理が行われていることが確認できる。 

   また、商業登記簿謄本から、申立人はＡ社の取締役であるが、同社の代

表取締役は、申立人の当該事業所における職務は運行管理であり、申立人

は社会保険事務には関与していなかったと証言している。 

   これらを総合的に判断すると、平成 15 年２月 25 日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において、か

かる処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、申立人の申立期間



  

の標準報酬月額については、有効な記録訂正があったとは認められず、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届

け出た、10 年１月から 11 年８月までは 56 万円、11 年９月から 12 年９月

までは 59 万円、12 年 10 月から 15 年１月までは 62 万円とすることが必

要と認められる。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2027 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する昭和 44 年 11 月 21 日に厚生年金保険被保

険者の資格を取得し、45 年３月 25 日に資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人の厚生

年金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、10 万円とすることが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 11 月 21 日から 45 年３月 25 日まで 

    昭和 44 年 11 月 21 日付けの辞令交付でＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店の

開設準備室に転勤したが、44 年 11 月 21 日から 45 年３月 25 日までの

期間の厚生年金保険被保険者の記録が無い。給料から厚生年金保険料は

控除されていたので記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社本店本部の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と

同姓同名で生年月日が一致している者が、昭和 44 年 11 月 21 日に資格を

取得し、45 年３月 25 日に資格を喪失していることが確認できる。 

   また、上記の被保険者記録における厚生年金保険被保険者番号は、申立

人の番号であることから、当該記録は申立人の被保険者記録であると認め

られる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主が申立人の主張する昭和 44 年 11

月 21 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、45 年３月 25 日に資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、10 万円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2028 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格取得

日に係る記録を昭和 46 年５月 27 日に訂正し、標準報酬月額を 10 万円と

することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年５月 27 日から同年６月１日まで 

    私は昭和 31 年４月１日にＡ社（現在は、Ｃ社）に入社し、平成５年

７月１日まで継続勤務していた。ところが同社から同社Ｂ支社に転勤し

た際の、昭和 46 年５月 27 日から同年６月１日までの年金記録が欠落し

ているので、厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険被保険者資格記録、Ｃ社の回答及び同社の申立人に係る職歴証

明書から判断すると、申立人は申立期間の前後を含め同社に継続して勤務

し（昭和 46 年５月 27 日にＡ社から同社Ｂ支社に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社におけ

る昭和 46 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から 10 万円とすること

が妥当である。 

   なお、申立期間に係る保険料の事業主による納付義務を履行したか否か

については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2029 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、標準報酬月額の記録については、平成 11 年

４月は 26 万円、11 年５月から同年７月までは 36 万円、11 年８月は 34 万

円、11 年９月は 32 万円、11 年 10 月及び同年 11 月は 34 万円、11 年 12

月は 30 万円、12 年１月は 34 万円、12 年２月は 32 万円、12 年３月、12

年５月、12 年６月及び同年８月は 34 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年４月１日から 13 年３月 31 日まで 

    申立期間当時は、Ａ社に正社員として勤務していたが、厚生年金保険

被保険者記録における標準報酬月額の記録と、給与から控除されていた

厚生年金保険料に見合う標準報酬月額に相違がある。申立期間に係る標

準報酬月額を、給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報

酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人

が所持する給与支払明細書記載の報酬月額又は保険料額から、平成 11 年

４月は 26 万円、11 年５月から同年７月までは 36 万円、11 年８月は 34 万

円、11 年９月は 32 万円、11 年 10 月及び同年 11 月は 34 万円、11 年 12



  

月は 30 万円、12 年１月は 34 万円、12 年２月は 32 万円、12 年３月、12

年５月、12 年６月及び同年８月は 34 万円とすることが必要である。 

   一方、申立期間のうち、平成 12 年４月、同年７月及び同年９月から 13

年２月までの期間については、事業主により給与から控除されていた厚生

年金保険料に基づく標準報酬月額は、社会保険事務所（当時）に届け出ら

れた標準報酬月額と同額であり、申立人が主張する報酬月額に基づく標準

報酬月額に見合う保険料控除は行われていないことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち平成 12 年４

月、同年７月及び同年９月から 13 年２月までの期間について、申立人が

主張する標準報酬月額に基づく保険料を事業主により控除されていたと認

めることはできない。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務の履行については、

給与支払明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標

準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が申立期間の

大部分の期間にわたり一致していないことから、事業主は給与支払明細書

で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておら

ず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2030 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 49 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月１日から同年５月１日まで 

    昭和 49 年４月１日にＡ社に入社し、51 年１月に退社するまで同社の

従業員として、継続して勤務していた。厚生年金保険の記録では、49

年４月１日から同年５月１日までの加入記録が無いが、この期間を被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の記憶及び同僚の証言から、申立人が昭和 49 年４月１日にＡ社

に入社し、申立期間において同社に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人の同僚は、「Ａ社では入社と同時に厚生年金保険に加入し

ていた。」と述べているところ、申立人と同じ日に入社し、同一の業務に

従事していたとする同僚２名の同社に係る厚生年金保険の資格取得日は昭

和 49 年４月１日となっている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

49 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、20 万円とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は



  

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない、 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2031 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する昭和 39 年７月１日に厚生年金保険被保険

者の資格を申立人が喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行

ったことが認められることから、申立期間について厚生年金保険被保険者

資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、１万 4,000 円とすることが

必要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年 10 月 29 日から 39 年７月１日まで 

    私は、昭和 37 年 10 月１日から 50 年８月５日までＡ社Ｂ支店に勤務

していたが、社会保険庁の記録では 38 年 10 月 29 日から 39 年７月１日

までの期間の厚生年金保険加入記録が欠落しているので、当該期間被保

険者であったことを認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶している同僚の証言により、申立人が申立期間においてＡ

社Ｂ支店に継続して勤務している事が推認できる。 

   一方、申立人の社会保険事務所の記録から、昭和 50 年 12 月 25 日付け

で、申立人が 37 年 10 月から 39 年６月までの国民年金保険料の還付を受

けていることが確認できる。 

   このように、申立人が国民年金保険料の還付を受けた理由は、社会保険

事務所では、申立人が申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを

確認したものと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が主張する昭和 38 年 10 月 29 日

を厚生年金保険被保険者資格の喪失日とする合理的理由は無く、申立人の

当該事業所における資格喪失日は、特殊台帳から確認できる国民年金保険

料の還付を受けた期間の直後の 39 年７月１日であると認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人の当該事業所におけ

る厚生年金保険被保険者名簿には、昭和 38 年 10 月の定時決定の記載があ

ることから１万 4,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2032 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社本店における資格取得日

に係る記録を昭和 27 年６月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年６月 26 日から同年７月４日まで 

    昭和 27 年６月にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ本店(その後、Ｄ支店と名称変

更）に転勤になった。同社Ｂ支店での資格喪失日は 27 年６月 26 日とな

っているが、同社本店では着任後の同年７月４日を資格取得日として届

出されたため、１か月が欠落していると思うので被保険者期間を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社からの回答及び同社の社員台帳から判断すると、申立人は同社に継

続して勤務し（昭和 27 年６月 26 日に同社Ｂ支店から同社本店に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における

昭和 27 年７月の社会保険事務所（当時）の厚生年金保険被保険者名簿の

記録から、8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、事業所の社員台帳には昭

和 27 年６月 26 日に本店への異動が発令されるとともに、同年７月４日に

営業部預金課に配属された旨の記載があり、また、この配属日である７月

４日は社会保険事務所では知り得ない日付であることから、事業主が同年



  

７月４日をＡ社本店の資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年６月の厚生年金保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2033 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＢ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 43 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年７月 26 日から同年８月１日まで 

    昭和 43 年４月１日にＡ社に入社し、同日付けで子会社のＢ社に出向

した。４か月後に出向解除されＡ社Ｃ営業所へ配属された。厚生年金保

険被保険者記録が１か月欠落しているが、継続勤務していたので、被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社からの回答及び同社の人事異動発令から判断すると、申立人が同社

及びＢ社に継続して勤務し（昭和 43 年８月１日に子会社のＢ社からＡ社

Ｃ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社における昭和

43 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は申立てどおりの届出は行っておらず、保険料も納付していないと

認めていることから、その結果、社会保険事務所は申立人に係る 43 年７

月の保険料の納付告知を行っておらず(社会保険事務所が納入の告知を行

ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む)、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2034 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に

係る標準報酬月額を昭和 58 年７月から 60 年５月までは、26 万円に訂正

することが必要である。 

   また、申立人のＡ社における資格喪失日は、昭和 60 年 11 月１日である

と認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額を、昭和 60 年６月は 26 万円、60 年７

月から同年 10 月までは 28 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年７月１日から 60 年６月 30 日まで 

             ② 昭和 60 年６月 30 日から同年 11 月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録を照会したところ、２つの申立期間について

標準報酬月額及び被保険者期間の回答をもらった。 

    しかし、私が、Ａ社に勤務していた申立期間①の標準報酬月額は、当

時もらっていた給与額と大幅に相違している。 

    また、申立期間②の資格喪失日についても相違しており、納得いかな

いので調査の上、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①の標準報酬月額は、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿におい

て、当初、昭和 58 年７月から 60 年６月までは 26 万円、60 年７月は 28

万円と記録していたところ、58 年７月及び 60 年７月の月額変更記録を取

り消して、59 年１月にさかのぼって 18 万円と訂正されていることが確認

できる上、申立人を除く 43 名についても申立人と同様の処理が行われて

いる。 

   また、雇用保険の記録から申立人がＡ社に昭和 60 年 10 月 31 日まで勤



  

務していたことが確認できる。 

   一方、申立人のＡ社における資格喪失日は、上記の被保険者名簿におい

て、昭和 60 年３月 31 日と記録されていたものを、同年 10 月 30 日と訂正

し、再度、同年６月 30 日に訂正しており、喪失の受付日として同年 12 月

13 日と記載されているのが確認できる。 

   さらに、Ａ社は、昭和 60 年 10 月 30 日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっているが、上記被保険者名簿によると、喪失の受付年月日が同年

12 月 13 日と記載されている被保険者が 44 名存在することから、同社は、

厚生年金保険の適用事業所でなくなった日の後も、当時の厚生年金保険強

制適用事業所の要件を満たしていたことが認められ、同社が適用事業所で

なくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   これらのことから、申立人の標準報酬月額の訂正処理及び３度にわたる

資格喪失日の記録に係る処理は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなく

なった日の後に行われたことがうかがわれ、事実に反する処理であること

が認められることから、社会保険事務所が当該処理を行う合理的な理由は

見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、上記、標準報酬月額の減額処理及び資格

の喪失処理に係る記録は有効なものとは認められず、申立期間①の標準報

酬月額については、当該訂正処理前の記録により、26 万円と訂正するこ

とが必要と認められる。 

   また、申立期間②の資格喪失日については、雇用保険の離職日の翌日で

ある昭和 60 年 11 月１日であると認められる。 

   なお、申立期間②に係る標準報酬月額は、上記被保険者名簿の訂正前の

記録から、昭和 60 年６月は 26 万円、60 年７月から同年 10 月までは 28

万円と訂正することが必要と認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 2035 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 28 年 11 月１日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、30 年 10 月１日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行っていたことが認められることから、申立人の申立期間

に係る厚生年金保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 28 年 12 月から 29 年

４月までは 8,000 円、29 年５月から 30 年９月までは１万 2,000 円とする

ことが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年 12 月１日から 30 年 10 月１日まで 

    厚生年金保険の記録によると、昭和 28 年 12 月１日から 30 年 10 月１

日までの期間の被保険者記録が無いが、Ａ社には継続して勤務していた

ので、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と同姓同

名、かつ同じ生年月日の者が昭和 28 年 11 月１日付けで同社同出張所に

おいて被保険者資格を取得し、30 年 10 月１日付けで資格を喪失した記録

が確認できる。 

   また、上記の者の厚生年金保険被保険者番号は、申立人の被保険者番号

と同一であることから、上記の記録は申立人の記録であると認められる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 28 年 11 月１日

に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、30 年 10 月１日に資格を喪失し

た旨の届出を社会保険事務所に対し行っていたことが認められる。  

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記の記録から、昭和 28

年 12 月から 29 年４月までは 8,000 円、29 年５月から 30 年９月までは１

万 2,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2036 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、申立期間のう

ち平成元年９月については 26 万円、３年８月は 24 万円、５年９月は 30

万円、14 年４月から同年９月までの期間については 41 万円に訂正する必

要がある。 

   なお、それぞれの事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年９月１日から同年 10 月１日まで 

             ② 平成２年 12 月 10 日から 13 年１月 21 日まで 

             ③ 平成 14 年４月１日から同年 10 月１日まで 

    ねんきん定期便が送付されてきたことから、給与明細書と突合を行っ

た結果、申立期間①に勤務したＡ社、申立期間②に勤務したＢ社、申立

期間③に勤務したＣ社において給与明細書とは相違した保険料が控除さ

れている。また、Ｂ社については、給与明細において一定の期間、厚生

年金基金の掛金と一緒に控除されているなど、不自然な記載となってお

り、全期間を申し立てるので検証をし、適正な標準報酬月額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書又は事業所

から提出のあった源泉徴収簿において確認できる報酬月額から、平成元年



  

９月は 26 万円とし、給与明細書において確認できる報酬月額及び保険料

控除額から、３年８月は 24 万円、５年９月は 30 万円、14 年４月から同

年９月までの期間については 41 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社、Ｂ社及びＣ社は、それぞれ、手続に誤りがあった旨を回答している

ことから、それぞれの事業主は、給与支給明細書等で確認できる報酬月額

又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保

険事務所（当時）は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を

行っておらず、それぞれの事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

   一方、申立人が提出した給与明細書によれば、申立期間のうち、平成２

年 12 月は、オンライン記録による標準報酬月額が給与明細書において確

認できる報酬月額を上回っている額であること、また、３年１月から同年

７月までの期間、同年９月から５年８月までの期間及び同年 10 月から 12

年 12 月までの期間についてはオンライン記録による標準報酬月額と給与

明細書の控除額に相当する標準報酬月額が一致又は上回っていると認めら

れることから、これを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2037 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する平成 17 年 10 月 17 日に資格を喪失した旨

の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申

立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を 17 年 10 月 17 日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 26 万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年５月 17 日から同年 10 月 17 日まで 

    平成 13 年４月１日から 17 年 10 月 17 日までの間、Ａ社に勤務した。

同年 10 月 17 日に同社からＢ社に転職したが、厚生年金保険の記録では

同年５月 17 日の退職となっており、同年５月 17 日から同年 10 月 17 日

までが空白になっている。その期間は同社に勤務したことは間違いない

ので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、社員名簿及び給与明細書により、申立人がＡ社に継続

して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

   また、健康保険組合が保管する確認日が押印された資格喪失届（正）に

おいて、申立期間に係る資格喪失年月日について、平成 17 年５月 17 日と

一旦記載された後に同年 10 月 17 日に訂正され備考欄に事由該当として

10 月 16 日と記載されていることが確認できる。 

   さらに、厚生年金基金が保管する加入員資格喪失届についても、上記と

同様に、申立人の資格喪失日は平成 17 年 10 月 17 日に訂正されている。 

   加えて、厚生年金保険被保険者資格確認通知書における申立人の資格喪

失日も平成 17 年 10 月 17 日に訂正されており、これらの届出は複写式の

ものであったことが認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が主張する平成 17 年 10 月 17 日

に被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったこ



  

とが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間に係る厚生年金基

金の記録から、26 万円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2038 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 50 年５月 30 日に申立人のＡ社Ｂ支店における

厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）

に行ったことが認められることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、20 万円とすることが妥当

である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年３月 30 日から同年５月 30 日まで 

    私は、昭和 26 年４月から 62 年８月 31 日まで継続してＡ社に勤務し

ていたが、同社Ｂ支店から同社Ｃ支店へ転勤したころの期間の記録が抜

けているので調査してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録から、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務

（昭和 50 年５月 30 日にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）していたこと

が認められる。 

   また、Ｄ厚生年金基金が保管する申立人に係る厚生年金基金加入員資格

喪失届及び同資格取得届によると、申立人が昭和 50 年５月 30 日にＡ社Ｂ

支店で同基金加入員資格を喪失し、同日に同社Ｃ支店で同資格を取得した

ことが確認でき、同基金の加入期間に欠落は無い。 

   さらに、Ｄ厚生年金基金に照会したところ、「申立期間当時、厚生年金

基金加入員資格喪失届及び同資格取得届は複写式の様式を使用しており、

同基金に提出したものと同一内容の書類を社会保険事務所にも提出してい

た。」との回答があった。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 50 年５月 30 日

に申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の

届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の申立期間に係る厚

生年金基金の記録から、20 万円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2039 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は申立期間において、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、

Ａ社の平成 17 年 12 月２日の標準賞与額の記録を 150 万円に訂正すること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

（上記訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年 12 月２日 

    社会保険庁（当時）から送られてきた、ねんきん定期便を見て、平成

17 年 12 月２日に支給された賞与額が低い金額で記録されていることが

分かった。賞与明細書を提出するので、正しい賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、平成 17 年 12 月２日の標準賞与額は 125 万

9,000 円となっているところ、申立人が提出したＡ社の平成 17 年 12 月支

給の賞与明細書から、申立人は申立期間において、その主張する標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

   また、標準賞与額については賞与明細書の支給額から 150 万円とするこ

とが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、誤った標準賞与額で届出を行ったことを認めているこ

とから、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準賞与額に見合う

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2040 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 43 年７月８日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、44 年１月 11 日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険

被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

   なお、標準報酬月額については、２万 6,000 円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年７月８日から 44 年１月 11 日まで 

    私は、昭和 43 年７月ごろ、Ａ社に入社し、同年末まで勤務した。国

民健康保険ではなく、厚生年金保険の健康保険証を会社から受け取った

記憶があるが、厚生年金保険の被保険者記録が無いため、記録の訂正を

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同姓同名

で、生年月日が１日相違している者が、昭和 43 年７月８日に資格を取得

し、44 年１月 11 日に資格を喪失していることが確認できる。 

   また、申立人の同僚は、申立人と同姓同名の従業員はいなかったと述べ

ている上、申立人は、30 歳になるまで生年月日を１日間違えていたと述

べていることから、当該被保険者記録は、申立人の被保険者記録であると

認められる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主が、申立人の主張する昭和 43 年

７月８日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、44 年１月 11 日に資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、２万 6,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2041 

 

第１ 委員会の結論 

   Ａ社の事業主は、申立人が昭和 23 年８月１日に厚生年金保険被保険者

の資格を取得し、28 年４月 15 日に同資格を喪失した旨の届出を、Ｂ社の

事業主は、申立人が 28 年５月 15 日に同資格を取得し、29 年４月１日に

同資格を喪失した旨の届出を、それぞれ社会保険事務所（当時）に行った

ことが認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の

取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 23 年８月から同年 12

月までは 2,700 円、24 年１月から同年４月までは 4,800 円、24 年５月か

ら 25 年３月までは 4,500 円、25 年４月から 28 年３月までは 5,000 円、

28 年５月から 29 年３月までは 6,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 45 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23 年８月１日から 28 年４月 15 日まで 

             ② 昭和 28 年５月 15 日から 29 年４月１日まで 

    私は、昭和 23 年８月にＡ社に就職した。その後、Ｂ社に転職したが、

この期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。調査して、この期間を厚

生年金保険被保険者として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人と同姓同名で、生年月日及び厚生年金保険被保険者記号番号が同じ者が

昭和 23 年８月１日に資格を取得し、28 年４月 15 日に資格を喪失してい

ることが確認できる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、申立人が昭和 23 年８月１日に厚

生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出及び 28 年４月 15 日に被保険

者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認め



  

られる。 

   申立期間②について、Ｂ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人と同姓同名で、生年月日及び厚生年金保険被保険者記号番号が同じ者が

昭和 28 年５月 15 日に資格を取得し、29 年４月１日に資格を喪失してい

ることが確認できる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、申立人が昭和 28 年５月 15 日に被

保険者資格を取得した旨の届出及び 29 年４月１日に被保険者資格を喪失

した旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、当該被保険者記録により、

昭和 23 年８月から同年 12 月までは 2,700 円、24 年１月から同年４月ま

では 4,800 円、24 年５月から 25 年３月までは 4,500 円、25 年４月から

28 年３月までは 5,000 円、28 年５月から 29 年３月までは 6,000 円とする

ことが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2042 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 24 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、25 年 10 月 27 日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険

被保険者の資格取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年 10 月１日から 25 年 10 月 27 日まで 

    Ａ社に勤務していた全期間の厚生年金保険記録がない。申立期間当時、

私は、旋盤工として同事業所に勤務していた。申立期間の一部の給与明

細書を所持しており、厚生年金保険料が控除されているので、当該期間

を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同姓同名

で、生年月日及び被保険者番号が同じ者が昭和 24 年 10 月１日に資格を取

得し、25 年 10 月 27 日に資格を喪失していることが確認できる。 

   また、Ａ社には申立人と同姓同名の被保険者は、他にいないことから、

上記の被保険者記録は申立人の被保険者記録であると認められる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、事業主は、申立人の主張する昭和

24 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、25 年 10 月 27 日

に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録か

ら、8,000 円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 2043 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 27 年２月１日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、同年７月 21 日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に行ったことが認められることから、申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 27 年２月から同年５

月までは 5,000 円、27 年６月は 6,000 円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年２月１日から同年７月 21 日まで 

    私は、昭和 26 年９月にＡ社に入社し、44 年８月に退社するまで、継

続して同社に勤務していたが、厚生年金保険の被保険者記録によると、

途中で５か月の空白期間が生じている。当時、同社にＢ支店が開店した

ときに、転勤をしたことがあるが、その際の手続で記録が欠落したので

はないか。 

    申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社本社が保管する従業員の名簿によると、申立人及び同僚２名につい

て、備考欄に「27.2.2 転勤」の記載が確認できる。 

   また、Ａ社Ｂ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、上記

の同僚２名の資格取得日が昭和 27 年２月１日と記録されているとともに、

同日に資格を取得し、同年７月 21 日に資格を喪失している申立人と同姓

同名で同じ生年月日の者の被保険者記録が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の記録であ

り、事業主は、申立人が昭和 27 年２月１日に厚生年金保険の被保険者資

格を取得し、同年７月 21 日に喪失した旨の届出を社会保険事務所に行っ

たことが認められる。 



  

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記の被保険者名簿の記録

から、昭和 27 年２月から同年５月までは 5,000 円、27 年６月は 6,000 円

とすることが妥当である。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3121 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 11年２月及び同年３月 

私は、夫が国民年金の第２号被保険者から第１号被保険者になれば、妻

である自分も第１号被保険者になるという認識があったので、平成 11 年２

月に市役所で国民健康保険の手続を行った同日又は後日に、国民年金の第

３号被保険者から第１号被保険者への資格変更手続を行った。申立期間の

国民年金保険料は、私が夫婦二人分で２万 6,000 円から２万 7,000 円を金

融機関で納付しており、夫の保険料が納付済みとされているのに私の分が

未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が納付したとする金額も、納付済

みとされている申立人の夫の申立期間の保険料額とほぼ一致しており、夫婦

二人分の申立期間の保険料額とは一致していない上、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人は、平成 11 年２月に国民年金の第３号被保険者から第１号被

保険者への資格変更手続を行ったと主張しているが、社会保険庁の記録によ

ると、申立人が申立期間について第１号被保険者としての資格を取得したの

は、申立期間直後で、申立人の夫が厚生年金保険加入中の同年４月から 14

年 10 月までの期間について、16 年 12 月に３号特例の処理が行われた時点で

あることが確認でき、申立期間については、当時、国民年金保険料を納付す

る必要がない第３号被保険者期間であったことが推認できることから、申立

人が 11 年２月に第１号被保険者への資格変更手続を行ったとは考え難い上、

申立期間は、16 年 12 月の時点でも、時効により保険料を納付することがで



 

  

きない期間である。 

   さらに、申立人の年金手帳の国民年金の記録欄からも、申立人が平成元年

３月に国民年金の第３号被保険者の資格取得後、16 年４月に資格喪失するま

では、国民年金の第１号被保険者の資格取得及び喪失の記録が記載されてい

ないことから、申立期間当時、申立人は国民年金の第３号被保険者のままで

あったと推測できる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

 

神奈川国民年金 事案 3122 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年１月から 49 年 11 月までの付加保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年１月から 49年 11月まで 

私は、母親から、付加保険料を納付しておけば老後により多くの年金が

もらえると勧められたので、昭和 48 年１月ごろに国民年金の加入と同時に

付加年金に加入した。付加保険料を含む国民年金保険料については、前夫

と同居した 49 年９月までの期間にあっては、私が会社勤め当時の蓄えから

納付し、その後入籍する同年 11 月までは母親が納付した。いずれも集金人

に納付しており、その集金人の名前や領収書の枠が緑色で右上に付加年金

の枠があったことを憶えている。また、付加保険料の月額は、300 円から

400円であり、申立期間中に上がったように記憶している。 

申立期間の付加保険料を納付していたのに、未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年１月ごろに国民年金の加入と同時に付加年金に加入し

たとしているが、申立人は申立期間当時の年金手帳を所持しておらず、社会

保険庁（当時）及び申立人が申立期間当時居住していた市の記録においても

申立人が付加年金に加入したことをうかがわせる形跡が見当たらない。 

   また、申立人は集金人の名前や付加保険料の領収書の様式を記憶している

としているが、このことをもって申立人が申立期間において付加保険料を納

付していたものと推認することは困難である。 

   さらに、申立期間について、付加保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに付加保険料が納付されていたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3123 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年７月から同年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年７月から同年 10月まで 

私は、平成５年７月に会社を退職し、同年８月に国民年金の加入手続を

行った。 

申立期間の国民年金保険料は、平成５年８月に、一度にまとめて納付し

た。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成５年７月に会社を退職し、同年８月に国民年金の加入手続

を行い、申立期間の国民年金保険料を一度にまとめて納付したと主張してい

るが、その時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができな

い期間である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成６年２月に払い出されてお

り、申立期間の国民年金被保険者資格の確認も、同年同月に申立期間前後の

厚生年金保険の被保険者期間が統合された時点で行われていることから、そ

れまでは、申立期間は未加入期間であったと推認される上、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3124 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年６月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54年６月から 59年３月まで 

私は、昭和 59 年ごろに区役所から過去の未納期間に係る国民年金保険料

の納付書が送付されてきたことを憶えている。国民年金の加入手続を行っ

た記憶は無いが、申立期間の国民年金保険料については、私の母親が何回

かに分割して納付書により金融機関で納付したはずであり、申立期間の保

険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の母親が昭和 59 年

ごろに区役所から過去の未納期間に係る納付書が送付されてきたことから、

何回かに分割して金融機関で納付したと主張しているが、申立人の国民年金

手帳記号番号が払い出された 61 年６月からさかのぼって納付が可能な 59 年

４月から 61 年３月までの保険料を分割して過年度納付していることが確認

できることから、申立人の母親は、61 年６月に申立人の国民年金の加入手続

を行った後に当該期間の保険料を納付したものと推認できる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年６月に払い出されてお

り、この時点では、申立期間の国民年金保険料は時効により納付することが

できない上、申立人は、申立期間の前後を通じて同一区内に居住していたこ

とから、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したとする申立人の母親からも

具体的な証言を得ることができないことから、当時の保険料の納付状況が不

明である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3125 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年４月から２年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成元年４月から２年６月まで 

私の国民年金の加入手続は、私の母親が平成元年４月ごろに行った。 

私は、結婚を機に転居した際、市役所で国民年金の氏名変更等の手続を

行ったところ、その場で国民年金保険料の未納があることを知らされた。

申立期間の国民年金保険料は高額だったことから、私の夫の助言により分

割して納付することになり、毎月送られてきた納付書により、金融機関か

コンビニエンスストアで納付したはずであり、申立期間の保険料が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、結婚を機に転居した際、市役所で国民年金の氏名変更等の手続

を行ったところ、窓口の担当者から過去に国民年金保険料の未納があること

を知らされたことから、さかのぼって保険料を納付したと主張しており、申

立人が所持する年金手帳によると、平成４年７月 28 日に変更手続を行った

ことが確認でき、その時点で、申立期間の保険料は時効により納付できない

期間であり、平成２年７月から３年３月までの保険料は過年度納付されてい

ることが確認できることから、時効にかからない期間の保険料を納付したも

のと思われる。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料が高額であったことから申立

人の夫の助言により分割して毎月納付したと主張しているが、その夫から証

言を得ることはできなかったため、当時の保険料の納付に至る経緯や納付状

況を確認することができない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、源泉徴収票等)が無く、ほかに申立期間の保険料を納付して



 

  

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3126 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年３月から同年４月までの期間、４年３月から同年４月ま

での期間、５年４月、６年３月から同年４月までの期間、同年 11 月から７年

４月までの期間及び８年４月から同年５月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成３年３月から同年４月まで 

② 平成４年３月から同年４月まで 

③ 平成５年４月 

④ 平成６年３月から同年４月まで 

⑤ 平成６年 11月から７年４月まで 

⑥ 平成８年４月から同年５月まで 

私は、申立期間①から⑥までを通じて、定職に就くことができず、１年

以上に渡って継続して雇用されることがなかったため、会社との雇用契約

が切れた都度、私か母親のどちらかが、市役所で国民年金の加入手続を行

った。 

申立期間①から⑥当時は、毎年５月ごろ、市民税や国民年金保険料など

の納付書が送られてきたため、私か母親のどちらかが、まとめて金融機関

の窓口で納付していた。 

私は、申立期間①から⑥までの保険料を納付していたにもかかわらず、

申立期間のすべてが未加入期間とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①から⑥までについて、厚生年金保険から国民年金へ

の切替手続を、申立人又は申立人の母親が行ったとしているが、その記憶は

曖昧
あいまい

であり、その母親も、申立人の国民年金の加入手続について、記憶が無

いと述べている。 

   また、申立人の基礎年金番号は、申立期間当時から加入していた厚生年金



 

  

保険の被保険者証記号番号となっている上、申立人の国民年金手帳記号番号

が払い出されていた形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間は、合計６回に及んでおり、これだけの回数の事務処理

を行政機関及び金融機関が続けて誤ることも考えにくい。 

   加えて、申立期間①から⑥までの国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに同期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3127 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年６月から同年９月までの期間及び 12 年６月から同年７

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成 10年６月から同年９月まで 

② 平成 12年６月から同年７月まで 

私は、平成８年４月に区役所で国民年金の加入手続を行った。12 年６月

に仕事を辞めたときにも、すぐに区役所で加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料は、コンビニエンスストアで納付書により納

付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料はコンビニエンスストアで

納付したと主張しているが、コンビニエンスストアにおいて保険料を納付で

きるようになったのは、平成 16年以降である。 

   また、申立期間①及び②は、平成９年 1 月の基礎年金番号の導入後の期間

であり、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られ

ていた状況下において、申立期間①及び②の記録管理が適切に行われていな

かった可能性は低いものと考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①及び②

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3128 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年６月から 62 年２月までの期間及び 62 年 10 月から平成

９年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 61年６月から 62年２月まで 

② 昭和 62年 10月から平成９年３月まで 

私が 20 歳になった昭和 61 年＊月に、私の母親が区役所で国民年金の加

入手続を行ってくれた。国民年金保険料についても、母親が納付書により

区役所で納付してきた。 

いずれの申立期間についても、国民年金保険料を未納のないように納付

してきたにもかかわらず、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人には昭和 61 年＊月に申立人の兄と連番で国

民年金手帳記号番号が払い出されていることが確認できるが、申立人の母

親は、申立人のみについて加入手続を行ったとしているなど、記憶が定か

ではない。 

    また、申立人に対して、昭和 63 年７月に未納となっていた国民年金保険

料の納付書が発行されていることが確認できることから、この時点まで申

立期間①については未納であったことがうかがえるとともに、申立人の兄

も申立期間①の保険料が未納となっていることなどから、申立期間①の保

険料が納付されていたものと推認することは困難である。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人が当時居住していた区において、申立人は、

昭和 63 年４月から平成元年３月まで国民年金の「被保険者資格喪失者」

となっていること、元年４月から９年３月までは申立人に係る記録が皆無

となっていること、及び９年 10 月に付与された申立人の基礎年金番号は



 

  

昭和 62 年９月まで加入していた厚生年金保険の記号番号となっているこ

とが確認できることから、申立期間②については、申立人は未加入期間で

あったものと推認され、国民年金保険料を納付できなかったものと考えら

れる。 

    また、申立人は、申立期間当初から同一区内に居住し続けており、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる形跡も見当たら

ない。 

 

  ３ 申立期間①及び②について、申立人は、国民年金の加入手続及び国民年

金保険料の納付すべてを申立人の母親が行ったとしているところ、その母

親には具体的な加入手続や保険料の納付時期、納付金額等の記憶が不明確

であることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

    また、申立期間①及び②について、国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3129 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年８月から 48 年２月までの期間及び同年８月から 50 年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 47年８月から 48年２月まで 

② 昭和 48年８月から 50年３月まで 

私の母親は、時期は分からないが、私の国民年金の加入手続を行った。

その後、国民年金保険料は、母親が、自宅に来ていた集金人に納付してく

れていた。母親がきちんと保険料を納付してくれていたにもかかわらず、

申立期間①及び②の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料納付について、直接

関与しておらず、申立人の加入手続等を行ったとする申立人の母親も、その

当時の記憶がほとんど無いため、申立期間①及び②当時の国民年金の加入状

況及び保険料の納付状況は不明確である。 

   また、申立人は、国民年金の資格取得時期が昭和 47 年８月であることから、

この時期に申立人の母親が、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を

納付したとしているが、この資格取得時期は加入手続時期にかかわらず、強

制加入期間の初日までさかのぼることから、加入手続時期及び保険料納付の

始期を特定するものではない。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者における被保

険者資格取得日から、申立人は、昭和 50 年４月に国民年金の加入手続を行

っていることが推認できるが、その時点で申立期間①の過半は時効により保

険料を納付することができない期間であり、申立人は、申立期間①から国民

年金手帳記号番号の払出時期を通じて同一区内に居住しており、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていた形跡も見当たらない。 



 

  

   加えて、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに同期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3130 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年４月から 14 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 13年４月から 14年３月まで 

私は、30 歳まで国民年金に加入していなかったが、両親に加入を勧めら

れたこともあって、平成 12 年 10 月に区役所で国民年金の加入手続を行い、

過去にさかのぼって納付可能な２年前までの国民年金保険料を納付するこ

ととした。加入手続後の国民年金保険料については、納付書が届くたびに

１年分を一括して前納しており、申立期間についても、１年分の保険料を

13 年４月ごろに前納したと記憶しているが、未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間の国民年金保険料を納付したのは郵便局か銀行等の金融

機関であったとしているが特定できないこと、申立人が 100 円単位まで記憶

している申立期間の前納保険料額と実際の前納保険料額と異なっていること、

及び確定申告書の提出についての記憶も定かでないことから、申立期間の保

険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を平成 13 年４月ごろに前納し

たと主張しているが、申立人は、近接した同年８月に 12 年度の保険料全額

を納付していることが確認でき、しかも、その額は、申立期間の保険料とし

て納付したとする額と一致していることから、申立人は 12 年度の保険料の

納付を申立期間の保険料の納付として記憶していた可能性を否定できない。 

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られていた状

況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考えに

くい。 



 

  

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3131 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年１月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年１月 

私は、私の夫が再就職した後、市役所で国民年金第３号被保険者該当届

を提出した。その際に、夫が再就職する直前で国民年金保険料が未納とさ

れていた申立期間の保険料をさかのぼって納付したにもかかわらず、申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の夫が再就職した後、市役所で国民年金第３号被保険者

該当届を提出した際に、その夫が再就職する直前で国民年金保険料が未納と

されていた申立期間の保険料をさかのぼって納付したと主張しているが、申

立人の所持する国民年金第３号被保険者該当通知書によれば、申立人が同該

当届を提出した時期は、平成４年 12 月であったことが確認できることから、

その時点で、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間で

ある。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3132 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年 12 月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46年 12月から 55年３月まで 

私の前夫は、私がそれまで勤めていた会社を退職した昭和 46 年 12 月ご

ろ、私の国民年金の加入手続を行った。その後、離婚するまで、国民年金

保険料をずっと納付してくれた。私は、前夫が私の年金手帳を見せながら、

「払っているよ。」と話していたことを憶えており、申立期間が未加入と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の前夫が、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人自身は、国民

年金の加入手続等に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続等を

行ったとする前夫は、既に他界していることから、申立期間当時の国民年金

の加入状況及び保険料の納付状況は不明確である。 

   また、申立人は、申立人の前夫が、昭和 46 年 12 月ごろに申立人の国民年

金の加入手続を行ったと述べているが、申立人が所持する年金手帳では、国

民年金の資格取得時期が 57 年 12 月とされており、別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていた形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3133（事案 2199の再申立） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 50年３月まで 

私は、昭和 43 年４月に結婚したが、結婚してすぐに義母が私の国民年金

の加入手続を行い、店に来ていた集金人に家族全員の国民年金保険料を納

付していたはずである。国民年金の加入状況や申立期間当時の国民年金保

険料額等については定かではないが、一緒に納付していた家族の保険料は

納付済みとされているにもかかわらず、私の国民年金保険料だけが未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、従前、申立人は、昭和 43 年４月に結婚

してすぐに、申立人の義母が申立人の国民年金の加入手続を行い、集金人に

国民年金保険料を納付していたと主張していたが、申立人は、国民年金の加

入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手

続や保険料を納付していたとする申立人の義母は既に亡くなっており国民年

金の加入状況及び保険料の納付状況は不明であること、申立人の国民年金手

帳記号番号は、50 年 10 月に払い出されていることが確認でき、この時点で

は、申立期間の大半は時効により国民年金保険料を納付することができない

期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

形跡も見当たらないこと、及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないこと

などから、申立人が申立期間の保険料を納付していたものと認めることはで

きないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年７月１日付け年金記

録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 



 

  

   今回の申立てにおいて、申立人は、申立人の義母の友人が、当時、義母か

ら申立人の国民年金の加入手続を行ったことを聞いた旨証言していると主張

しているが、その友人は連絡先が不明であり、第三者委員会への証言は難し

いとしていることから、これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見

当たらないことから、申立人は、申立期間の保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3134 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年２月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 38年２月から 40年３月まで 

私は、昭和 38 年２月か３月ごろに、事業主に勧められて区出張所で国民

年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金保険料については、私が

事業主の分と一緒に区出張所で納付していたにもかかわらず、申立期間に

ついて、私の保険料のみ未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、事業主の分と一緒に納付

していたと主張しているが、申立人及び事業主の納付記録では、申立期間直

後の昭和 40 年４月から 42 年３月までの期間について、保険料の納付日が異

なっていることが確認できることから、申立内容と一致しない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 40 年６月に払い出されている

ことが確認できるが、その時点では申立期間の一部は時効により国民年金保

険料を納付することができない期間である上、申立人は、過年度納付等によ

り申立期間の保険料をまとめて納付した記憶はなく、別の国民年金手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3135 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年７月から 54 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53年７月から 54年 10月まで 

私は、昭和 53 年６月に結婚し、同年７月ごろに市役所で国民年金の加入

手続を行った。国民年金保険料については、加入手続後に納付書が届くよ

うになったので、金融機関で生活費を引き出した際に納付していたにもか

かわらず、申立期間が未加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年６月に結婚後、市役所で国民年金の任意加入手続を行

い、国民年金保険料については、加入手続後に届くようになった納付書によ

り金融機関で納付していたと主張しているが、申立人は、申立期間当時の保

険料の納付時期、納付金額等の記憶が不明確であることから、保険料の納付

状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 54 年５月に払い出されている

ことが確認でき、申立人は同年 11 月 14 日に国民年金に任意加入しているこ

とから、その時点では申立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料

を納付することができない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 3163 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年 12 月から 60 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 55年 12月から 60年９月まで 

私は、昭和 55 年 12 月に会社を退職し、しばらくして実家に戻った。村

役場で転入手続を行った際、国民年金への加入を勧められた。当時私は失

業中だったが、国民年金には保険料免除の制度があることを教えられたの

で、加入と同時に保険料免除の申請を行った。免除申請が認められていれ

ば保険料が免除されていたはずであるし、認められていなければ、当時同

居して国民年金保険料を納付していた両親のどちらかが私の代わりに保険

料を納付したはずである。申立期間が未加入とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年 12 月に会社を退職し、しばらくして実家に戻り村役

場で転入手続を行った際に、国民年金の制度等について説明を受け、加入手

続と同時に国民年金保険料の申請免除を行ったと主張しているところ、申立

人の所持する年金手帳には「国民年金記号番号」が記入されていない上、申

立人が申立期間当時居住していた村において申立人が国民年金に加入してい

た形跡、及び同村を管轄する社会保険事務所（当時）において申立期間に申

立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらず、申立

人が国民年金に加入した事実を確認できない。 

   また、申立人は、当初、国民年金保険料について免除申請を行ったはずだ

としていたが、その後、仮に免除申請が認められず保険料が賦課されていた

とすれば、申立期間当時申立人と同居していた両親のどちらかが、申立人に

代わり保険料を納付したはずだと主張するなど、申立内容には変遷がみられ

る。 



 

  

   さらに、申立人自身は国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、両親

から保険料の額や納付方法などについて具体的に話を聞いた記憶もないとし

ていることに加え、申立人の父親は既に他界し、母親は高齢のため保険料の

納付方法等について詳しい証言等を得ることはできないことから、保険料の

具体的納付状況が不明である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3164 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年４月から３年１月までの期間、11 年５月から同年 12 月

までの期間及び 13 年６月から 14 年２月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成２年４月から３年１月まで 

② 平成 11年５月から同年 12月まで 

③ 平成 13年６月から 14年２月まで 

私は、短期間の仕事を繰り返したことにより国民年金と厚生年金保険の

切替が多数あるが、将来のことを考えて必ず国民年金に加入の上、欠かさ

ず国民年金保険料を納付してきた。申立期間①及び③について、国民年金

の加入手続すら行わなかったとは考えられない。申立期間②については、

国民年金保険料を納付できるだけの資力はあったので、途中で納付を辞め

るはずはない。申立期間③については、会社を辞めて区役所で国民健康保

険の加入手続をした際、半ば強制的に国民年金の窓口に誘導されたので、

国民年金だけ加入手続を行わないことは考えられない。 

申立期間①、②及び③については、いずれも現金と納付書を母親に渡し、

母親が銀行や郵便局で納付していたのに、未加入又は未納とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、10 か月間も国民年金に加入しなかった

はずはなく、区役所で加入手続を行った上、保険料を納付していたと主張

しているが、申立人は、手続時に年金手帳が交付されたのか憶えていない

など、申立人の記憶が定かでないことから、国民年金の具体的な加入状況

が不明である。 

    また、申立人の国民年金の加入手続を行った時期は、申立人が海外留学

から帰国した平成 10 年８月以降と推認され、その時点では申立期間①に



 

  

ついては時効により保険料を納付できない上、ほかに別の国民年金手帳記

号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②及び③については、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期

間であり、前記１で述べたとおり、申立人は基礎年金番号導入後の 10 年

８月以降に国民年金の加入手続を行ったものと推認されることから、基礎

年金番号に統合されていない記録（未統合記録）が生じる可能性は低いも

のと考えられる上、保険料の収納事務がコンピュータ処理により行われて

いた中で、金融機関や行政機関において複数回にわたり事務処理の誤りが

あったとは考え難い。 

    また、申立人は、申立期間②の直前である平成 10 年８月から 11 年３月

の保険料について同年４月になって納付していること、申立期間③の後の

国民年金加入期間である 15 年５月から同年 10 月までの国民年金保険料に

ついては、同年 12 月と 16 年 12 月に分けて納付していることなどが認め

られることから、申立人は必ずしも毎月定期的に保険料を納付していると

は言い難い状況がうかがわれる。 

    さらに、申立期間③について、申立人が所持する国民年金手帳にも加入

手続を行ったことをうかがわせる記載がなく、平成 14 年２月及び 15 年２

月のそれぞれの時点において、国民年金の加入手続が行われていなかった

記録が認められるとともに、15 年５月からの国民年金加入期間においても、

同年７月時点で加入手続が行われていなかった記録が認められることから、

申立人は厚生年金保険適用事業所を辞めた後、直ちに国民年金への切替手

続を行っているとは言い難い状況がうかがわれる。 

 

  ３ 申立期間①、②及び③について、申立人の国民年金保険料を納付してい

たとするその母親は、必ずしも記憶が定かではないことから、申立期間の

保険料の納付状況が不明である上、申立期間の保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

 

神奈川国民年金 事案 3165 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年４月から平成４年８月までの期間、５年２月及び６年４

月から同年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から平成４年８月まで 

② 平成５年２月 

③ 平成６年４月から同年８月まで 

私は、昭和 49 年４月ごろ、市役所で国民健康保険に加入と同時に国民年

金に加入した。国民年金保険料については、毎月、納付書に現金を添え、

市役所の出張所で私の妻が納付していた。私は、保険料を欠かさず納付し

てきたので、申立期間が未納になっていること、及び免除の申請をした憶

えはないのに申立期間が免除になっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、常にその妻が申立人の国民年金保険料を納付していたとしてお

り、申立人の妻は、市の出張所で毎月国民年金保険料を納付しており、遅れ

て納付したことはないとしているが、申立期間に近接する時期で保険料の納

付日を確認できる範囲では、過年度納付している月が多数見受けられる。 

   また、申立期間①について、申立人の妻の国民年金保険料については、厚

生年金保険加入期間を除いて、保険料の一部未納や申請免除があり、申立人

と同様の記録となっている。 

   さらに、申立期間②及び③については、その前後の納付済みとなっている

平成４年９月から７年５月までの国民年金保険料はすべて過年度納付であり、

しかも、その納付日の大多数が時効により保険料の納付ができなくなる日の

直前であることから、申立期間②及び③については、時効により納付できな

かったものと考えるのが自然である。 



 

  

   加えて、申立期間①、②及び③について、国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、口頭意見陳述におい

ても新たな証言や証拠を得ることもできず、ほかに保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3166 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年９月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 10年９月から同年 11月まで 

私は、国民年金の加入手続をした憶えはなく、20 歳を過ぎたころに国民

年金手帳が自宅に送付されて来たと記憶している。申立期間の国民年金保

険料については、アルバイトで得たお金を使い、１か月ごとに３回にわた

り、自宅近くの金融機関で納付書により保険料を納付したはずであり、申

立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を１か月ごとに３回にわたり金融機

関で納付したと主張しているが、申立期間は平成９年１月の基礎年金番号の

導入後の期間であり、当該番号に基づき、国民年金保険料徴収事務の電算化

が図られていた状況下である上、申立期間は申立人は同一市内に居住してお

り、同一の行政機関が短期間に複数回にわたって申立人の記録管理を続けて

誤ったとは考え難い。 

   また、申立人は、申立期間以外にも未納期間が散見されることなどから、

必ずしも国民年金保険料の納付意欲が高かったとは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかにこの期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3167 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年４月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 59年３月まで 

私の母親は、市役所で私の国民年金の加入手続を行い、その後、大学を

卒業後の昭和 56 年４月からの国民年金保険料を納付してくれていた。母親

が、きちんと保険料を納付してくれていたにもかかわらず、申立期間の保

険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親は、申立人が大学を卒業して社会人になった時に、申立人の

国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人は、申立人の国民年

金手帳記号番号の前後の任意加入者における国民年金の被保険者資格取得時

期から、昭和 60 年１月に加入手続を行っていることが推認され、その時点

において、申立期間の過半は時効により保険料を納付することができない期

間である。 

   また、申立人の母親は、申立人の国民年金の加入手続を行ったのは１回の

みであり、申立人が現在所持している国民年金手帳は、その時に発行された

手帳で、それ以外に国民年金手帳を所持したことがないと述べている上、申

立人は、申立期間から国民年金手帳記号番号の払出時期を通じて同一市内に

居住していることを踏まえると、別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いた事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3168 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年３月から 51 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年３月から 51年３月まで 

私は、昭和 48 年に会社を退職し厚生年金保険の資格を喪失したため、妻

と共に夫婦二人分の国民年金の加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料については、私の妻が納付書により納付して

いた。国民年金の重要性については十分認識しており、きちんと納付して

きたはずである。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料については申立人の妻が納付書によ

り納付してきたはずであると主張しているが、その妻は、申立期間当時の保

険料の金額、納付場所や納付時期等の記憶が定かではなく、保険料の具体的

な納付状況が不明である。 

   また、申立人が一緒に国民年金保険料を納付していたとする申立人の妻も、

申立期間の保険料は未納となっている。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3169 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年３月及び 11 年２月から 12 年３月までの期間の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成８年３月 

② 平成 11年２月から 12年３月まで 

私は、会社退職後の平成４年４月に国民年金の加入手続を行い、その後

も会社を退職した都度、厚生年金保険から国民年金への切替手続を自分で

行っていた。国民年金保険料については、切替手続後に送られてきた納付

書により金融機関等で納付していたにもかかわらず、申立期間が未加入で

保険料を納付していないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社退職後の平成４年４月に国民年金の加入手続を行い、その

後も会社を退職した都度、国民年金への切替手続を行い、国民年金保険料を

納付していたと主張しているが、申立人は、申立期間①及び②当時の保険料

の納付時期、納付場所等の記憶が不明確であることから、保険料の納付状況

が不明である。 

   また、申立人は、会社を退職する都度、国民年金への切替手続を行ってい

たと主張しているが、申立人の所持する年金手帳では、平成６年３月に資格

を喪失した後、再び国民年金の資格を取得した形跡が見受けられないことか

ら、申立期間①及び②は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付す

ることができない期間である。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3170 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年６月から 40 年５月までの期間、42 年２月から同年６月

までの期間及び同年８月から 43 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36年６月から 40年５月まで 

② 昭和 42年２月から同年６月まで 

③ 昭和 42年８月から 43年３月まで 

私は、昭和 36 年４月ごろに私の父親に勧められて、市役所で私の国民年

金の加入手続を行った。国民年金保険料については、納付書により毎月末

に市役所又は郵便局で納付したはずであり、申立期間が未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付書により市役所

又は金融機関で納付したと主張しているが、申立期間当時、納付書により同

市役所及び同金融機関で保険料を納付することはできなかったことから、申

立内容と一致しない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 45 年 10 月に払い出されて

いることが確認でき、申立期間①、②及び③は特例納付によらなければ時効

により国民年金保険料を納付できない期間であり、申立人は申立期間の前後

を通じて同一市内に居住しており、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間①、②及び③の保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3171 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年４月から 46 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 46年７月まで 

私は、時期ははっきりと憶えていないが、国民年金制度発足後、しばら

くして市役所で国民年金の任意加入手続を行った。国民年金保険料につい

ては、２か月ごとに市役所で納付していた記憶があるにもかかわらず、申

立期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度発足後、しばらくして国民年金の任意加入手続を

行い、国民年金保険料については、２か月ごとに市役所で納付していたと主

張しているが、申立人は、国民年金の加入手続の時期や申立期間の保険料の

納付時期、納付方法等の記憶が不明確であることから、国民年金の加入状況

及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 46 年 12 月に払い出されて

いることが確認でき、申立人は同年 12 月に国民年金に任意加入しているこ

とから、申立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付するこ

とができない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3172 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 51 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 51年３月まで 

私は、昭和 48 年に会社を退職し厚生年金保険の資格を喪失したため、夫

と共に夫婦二人分の国民年金の加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料については、私が夫の分と合わせて納付書に

より納付していた。国民年金の重要性については十分認識しており、きち

んと納付してきたはずである。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料については夫の分と合わせて納付書

により納付してきたと主張しているが、申立期間当時の保険料の金額、納付

場所や納付時期等の記憶が定かではなく、保険料の具体的な納付状況が不明

である。 

   また、申立人が一緒に国民年金保険料を納付していたとする申立人の夫も、

申立期間の保険料は未納となっている。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3173 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年７月から平成４年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 62年７月から平成４年６月まで 

私は、昭和 62 年＊月に 60 歳になったとき、夫と相談して国民年金の任

意加入手続を行ったはずであり、65 歳になる前月の平成４年６月まで国民

年金保険料を納付していたはずである。申立期間が未加入とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立ては、申立人の夫が申立人の代理で行っており、申立人の夫は、昭和

62 年７月に、申立人が、国民年金の任意加入手続を行い、国民年金保険料を

納付していたと主張しているが、申立人からは直接話を聞くことができず、

申立人の代理人である夫は、申立人の国民年金の任意加入手続及び保険料の

納付に直接関与していないことから、申立期間当時の国民年金の加入状況及

び保険料の納付状況は不明確である。 

   また、オンライン記録及び申立人が所持する年金手帳には、申立人が 60 歳

に到達した昭和 62 年＊月以降に、申立人が国民年金の任意加入手続を行っ

た記録が無いことが確認できることから、申立期間は、未加入期間であり、

国民年金保険料を納付できない期間である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3174 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年６月及び同年７月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 11年６月及び同年７月 

私の国民年金の任意加入手続は、私が 60 歳になった後に、夫が、市役所

の出先機関で行ってくれた。国民年金保険料は、国民年金の任意加入手続

を行った際に、夫が、市役所の出先機関で、２か月分をさかのぼってまと

めて納付したはずである。国民年金の任意加入手続を行い、保険料を納付

したはずであるにもかかわらず、申立期間が未加入とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が 60 歳になった後に、その夫が市役所の出先機関で、国

民年金の任意加入手続を行い、その際に、２か月分の国民年金保険料をさか

のぼってまとめて納付したはずであると主張しているところ、申立人の夫は、

申立人が 60 歳に到達した平成 11 年＊月ではなく、60 歳に到達した後の同年

７月又は同年８月ごろに国民年金の任意加入手続を行ったとしている上、申

立人の所持する年金手帳から、申立人の国民年金の任意加入手続が行われた

のは、同年８月であることが確認できることから、申立期間は未加入期間で

あり、保険料をさかのぼって納付することはできない期間である。 

   また、申立人の国民年金保険料を納付したとするその夫は、申立期間後の

平成 11 年８月からの申立人の保険料は、その夫の口座から口座振替で納付

したと述べているが、その夫の口座から保険料が口座振替により納付される

ようになったのは、同年 11 月からであることが確認できる上、実際に納付

済みである同年８月から同年 10 月までの保険料が、同年 10 月に納付されて

いることが確認できることから、申立人の夫がまとめて納付したとする保険

料は、この期間の保険料であったと考えるのが合理的である。 



 

  

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3175 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 55年３月まで 

私の母親は、20 歳のころ、学生であった私のために、国民年金の加入手

続を行ってくれた。学生のころに、母親から国民年金に加入していると言

われ、私が結婚する直前に、国民年金手帳を渡された。次兄も、結婚前に

母親から国民年金手帳を渡されている。私は、申立期間について、次兄の

保険料が納付済みになっているにもかかわらず、私の保険料が未納とされ

ていることに納得がいかない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人自身は、加入

手続等に直接関与しておらず、申立人の母親も、既に他界しているため、国

民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明確である。 

   また、申立人の最初に払い出された国民年金手帳記号番号の前後の任意加

入者における国民年金被保険者の資格取得時期から、申立人の母親は、昭和

55 年 12 月から 56 年１月までの間に国民年金の加入手続を行ったものと推認

でき、その時点において、申立期間の大半は時効により国民年金保険料を納

付することができない期間である上、申立人は、申立期間から当該国民年金

手帳記号番号の払出時期を通じて、同一市内に居住しており、別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていた形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3176 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 39 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年７月まで 

私の母親は、昭和 36 年４月ごろに、集金人に依頼して私の国民年金の加

入手続を行い、その後、国民年金保険料を納付してくれた。私は、申立期

間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年４月ごろ、申立人の母親が、集金人に依頼して申立人

の国民年金の加入手続を行い、その後、国民年金保険料を納付してくれたと

思うと主張しているところ、申立人自身は、加入手続等に直接関与しておら

ず、その母親も既に他界しているため、国民年金の加入状況及び保険料の納

付状況は不明確である上、申立人が申立期間当時から居住している市におい

て、その当時、集金人制度が存在していなかったことが確認できる。 

   また、申立人が所持する国民年金手帳では、申立人は、昭和 49 年 12 月に

国民年金に任意加入していることが確認でき、それより前の期間については、

国民年金に加入していた形跡が見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3177 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年９月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 13年９月 

私は、勤務先の会社を退職後、すぐに市役所で国民年金の加入手続を行

い、保険料を納付した。申立期間について、妻の保険料が納付されている

一方で、私の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続を行った時の状況、及び国民年金保険料を

納付した時期等について憶えていないと述べているなど、加入手続等につい

ての記憶が曖昧
あいまい

であり、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明確

である。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号が導入後の期間であり、

保険料の収納事務がコンピューター処理により行われていた中で、金融機関

や行政機関において事務処理に誤りがあった可能性は低い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 3178（事案 1127の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から同年 12 月までの期間、60 年４月から 62 年３

月までの期間、同年７月から同年 12 月までの期間、63 年 10 月から平成元年

９月までの期間、２年５月から３年１月までの期間、同年８月から同年９月

までの期間、４年２月から同年３月までの期間、同年 10 月から５年２月まで

の期間及び同年４月から同年 10 月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 59年４月から同年 12月まで 

② 昭和 60年４月から 62年３月まで 

③ 昭和 62年７月から同年 12月まで 

④ 昭和 63年 10月から平成元年９月まで 

⑤ 平成２年５月から３年１月まで 

⑥ 平成３年８月から同年９月まで 

⑦ 平成４年２月から同年３月まで 

⑧ 平成４年 10月から５年２月まで 

⑨ 平成５年４月から同年 10月まで 

私は、国民年金制度発足当初から国民年金に加入し、夫婦二人分の国民

年金保険料を一緒に納付していた。夫が 60 歳になってからも、私の保険料

は未納期間がないように納付していた。 

当初の判断後、新聞に厚生労働大臣の談話が掲載され、それによると、

納付済みと納付済みの間の未納は認める方向にあるとあったので、申立期

間①から⑨までの保険料を納付していたことを認めて欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、従前、申立期間①については、申立人

の夫も国民年金保険料が未納となっており、申立人のみが保険料を納付して

いたとは考え難いこと、申立期間②から⑨については、申立期間が８回に及



 

  

んでいる上、近接した期間であり、これだけの回数の事務処理を行政が続け

て誤ることは考えにくいこと及び申立期間①から⑨までの期間については、

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないこ

とから、申立人が申立期間の保険料を納付していたものと認めることはでき

ないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年 12 月 17 日付け年金記

録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

   今回の申立てにおいて、申立人は、新聞に厚生労働大臣の談話が掲載され

ており、それによると、納付済みと納付済みの間の未納は認める方向にある

とあったので再度申し立てたと主張しているが、これは委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の保険料

を納付していたものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2044 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年８月から３年３月まで 

    平成２年８月から３年３月までＡ事業所に勤務していたが、この期間

が厚生年金保険の被保険者となっていなかった。給与明細書は無いが申

立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間にＡ事業所に勤務していたと述べている。 

   しかし、申立人が、勤務していたとするＡ事業所については、申立人の

主張するとおりの地域に存在したことが確認できず、社会保険事務所（当

時）の記録では、Ａ事業所という名称の適用事業所は見当たらない。 

   また、申立人が当時の事業主及び一緒に勤務したとされる同僚の記録も

無いことから、これらの者から証言を得ることができない。 

   さらに、申立人は、平成４年 10 月 31 日に２年８月から３年 10 月まで

の期間に係る国民年金保険料を一括納付しているのが確認できる。 

   このほか、申立人の勤務実態及び保険料の控除に係る事実を確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2045（事案 769 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年 10 月 29 日から 42 年３月 22 日まで 

    社会保険事務所（当時）で年金受給のことで相談し、年金記録を照会

したところ、申立期間は脱退手当金が支給済みであるとの回答であった。

当時Ａ社Ｂ工場を結婚のため退職したが、会社から脱退手当金の説明を

受けた記憶が無い。また、当時は年金の知識が無く、自分が社会保険事

務所に行って脱退手当金の請求はしていないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が勤務していたＡ社Ｂ工場に

おいて、被保険者名簿から申立人の厚生年金保険被保険者被保険者資格の

喪失日である昭和 42 年３月の前後２年以内に資格を喪失した女性の脱退

手当金の支給記録を確認したところ、６名に脱退手当金の支給記録があり、

うち４名が４か月以内に支給されているとともに、そのうち連絡先が把握

できた２名に聴取したところ、いずれも脱退手当金の請求手続は会社が代

行していた記憶があると証言していることなどを踏まえると、申立人につ

いても事業主による代理請求がなされたものと考えられる。 

   また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金が支給されていることを

意味する表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額

に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約８か月後の昭和 42 年 12 月８日に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえないことから、既に当委員会の決定に基づ

く平成 21 年４月２日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

   また、申立人は、新たに同僚を挙げて、再調査を主張するが、当該同僚



  

を特定することができないため連絡することができないことから、これ

は委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められない。 

   その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2046（事案 103 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年４月から 30 年４月まで 

    申立期間について、Ａ県Ｂ郡Ｃ村ＤにおいてＥ社Ｆ班で自動車助手、

運転手として働いていた。一緒に働いていた人の住所・氏名が分かった

ので再申立てをする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が勤務したと主張するＥ社

Ｄ事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなく、当時の所在地、業務内

容等の情報により申立人が勤務した事業所は、同社Ｇ作業所であったと

推認できるが、申立人が事業主から厚生年金保険料を控除されていた事

実が確認できる給与明細書等の資料が無い上、同社Ｇ作業所の厚生年金

保険被保険者名簿にも申立人の記録は無く、整理番号の欠番も無い。 

   また、Ｅ社を吸収合併したＨ社には、申立期間当時の関係資料は保存

されていない。 

   このほか、申立人の申立期間に係る事実を確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年

７月 17 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、新たに、Ｅ社Ｇ作業所において一緒に勤務した同僚及び自

らが所属していた班の班長の氏名が判明したとしている。 

   しかしながら、当該同僚に聴取したところ、「Ｅ社Ｇ作業所に勤務し

ていた期間については厚生年金保険料の控除はなかった。」旨の供述を

しており、同社Ｇ作業所の厚生年金保険被保険者名簿に当該同僚の氏名

は見当たらない。 

   また、Ｅ社Ｇ作業所に係る厚生年金保険被保険者名簿から、当該班長



  

の氏名が確認できるものの、当該班長の下で勤務していたとする同僚及

び他の班長の下で勤務していたとする者のいずれの者の氏名の記載も無

く、当該事業所においては、同社の正社員のほかは班長までの役職の者

のみを厚生年金保険に加入させていたことがうかがえる。 

   これらのことから、新たに同僚及び班長の氏名が判明したとする事実は

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2047 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19 年１月１日から 20 年４月１日まで 

             ② 昭和 20 年９月 18 日から 25 年 12 月 31 日まで 

    厚生年金保険加入記録を確認したところ、Ａ社Ｂ支所に勤務した昭和

19 年１月１日から 20 年４月１日までの期間及び同社Ｃ支所に勤務した

20 年９月 18 日から 25 年 12 月 31 日までの記録が無い。 

    当時、Ａ社Ｃ支所に採用され、同社Ｃ支所に勤務後、同社Ｂ支所に異

動になった。また、終戦を迎えるころに同社Ｂ支所から同社Ｃ支所に戻

り、継続して勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社（Ｄ協会に統合。）Ｂ支所に勤務

していた時に、同僚と共に写したと述べている写真を複数枚提出してい

ることから、申立人が同社Ｂ支所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立期間①のうち昭和 19 年１月から同年６月１日までの期間

は、厚生年金保険法の施行前の期間であり、当時の労働者年金保険法に

おいては、女子は被保険者となることができなかった。 

   また、昭和 19 年６月１日から同年 10 月１日までの期間は、厚生年金保

険制度発足前の準備期間であることから保険料の徴収は行われておらず、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   さらに、申立人が名を挙げたＡ社Ｃ支所に採用されて同社Ｂ支所に一緒

に勤務したとする同僚２名の氏名は、Ａ社Ｃ支所の厚生年金保険被保険

者名簿に見当たらず、連絡先が不明のため、申立てに係る証言を得るこ



  

とができない。 

   加えて、申立期間当時の人事記録及び給与関係書類は残っておらず、申

立期間について申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことは確認できない。 

   その上、オンライン記録の資格取得日（昭和 20 年４月１日）と厚生年

金保険被保険者記号番号払出簿に記録されている資格取得日が一致して

おり、Ａ社Ｃ支所において、昭和 20 年４月１日に初めて厚生年金保険の

被保険者資格を取得したことが確認できる。 

   なお、申立人は、Ａ社Ｂ支所の所在地はＢであったと述べているところ、

当時の厚生年金保険法が適用される区域は、現在の日本国内のみであっ

た。 

   申立期間②については、オンライン記録により、Ａ社Ｃ支所は、昭和

20 年 10 月 16 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっていることが確

認できる。 

   また、日本のポツダム宣言を受諾後、連合軍により、すべての飛行活動

に従事する組織は廃止・解散させられることとなり、その結果、Ａ社が統

合されたＤ協会は、昭和 20 年 11 月 10 日に解散していることが、文献か

ら確認できる。 

   さらに、申立人が名を挙げたＡ社Ｃ支所の上司及び同僚２名のうち、２

名は、同社Ｃ支所において厚生年金保険被保険者となっておらず、もう１

名については、当該事業所に係る被保険者名簿により、同姓の者が１名確

認できるものの、連絡先不明により、申立人の同僚であると確認できない。 

   加えて、上記被保険者名簿により、Ａ社Ｃ支所の多数の社員が、同支所

が適用事業所でなくなる前の昭和 20 年９月に厚生年金保険被保険者資格

を喪失していることが確認できる。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2048 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年６月１日から 26 年１月１日まで 

    昭和 25 年６月１日から 26 年１月１日までの期間について厚生年金保

険被保険者記録が欠落しているが、当該期間はＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ

工場の診療所に看護師として勤務していた。26 年１月１日に同社Ｄ病

院（現在は、Ｅ健康保険組合Ｆ病院）に異動し、継続して勤務していた

ため、申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された人事記録から、申立人は昭和 25 年５月 20 日から

Ａ社に在籍していたことが確認できる。 

   しかし、事業主は、申立人は昭和 25 年５月 20 日から同年 12 月 31 日ま

では臨時雇いであったとし、申立人の厚生年金保険及び健康保険の資格

取得日は、26 年１月１日であるとしている。 

   また、事業主から提出された社会保険台帳から、申立人の厚生年金保険

の資格取得日は、昭和 26 年１月１日であることが確認でき、これは、厚

生年金保険被保険者名簿に記録されている資格取得日と一致することか

ら、事業主は、同日を申立人の厚生年金保険の資格取得日として届け出

たものと考えられる。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る給与明細書等の資料を保持しておら

ず、事業主も、申立期間当時の関係資料（賃金台帳、源泉徴収簿等）は

保存期間の経過により廃棄しており、申立期間に係る給与からの厚生年

金保険料の控除について確認はできない。 

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関係資料及び周辺事情は無い。 



  

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2049 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年３月１日から 44 年４月 30 日まで 

    Ａ社に勤務していた当時、給料から厚生年金保険料を控除されていた

と思うので、調査の上、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の同僚の証言及び申立期間の一部に係る雇用保険の被保険者記録に

より、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、社会保険事務所（当時）の記録によると、Ａ社は、昭和

55 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時

は適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、Ａ社の当時の事業主は、申立期間当時は国民年金に加入し保険料

を納付しており、申立人の在籍を証言している同僚も「同社は、当時厚生

年金保険の適用事業所ではなく、昭和 55 年４月に適用事業所になってい

るため、それ以前は給与から厚生年金保険料を控除されていなかった。現

に、私は、同年３月以前は国民年金に加入していた。」と供述している。 

   さらに、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2050 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給料から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 12 月ごろから８年２月 1 日まで 

    平成４年 12 月ごろから８年２月１日まで、Ａ社に勤務していたが、

厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

    給与明細書は無いが保険料を控除されていたのを覚えているので、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録から、申立人が申立期間のうち平成６年１月 10 日から

８年１月 31 日までＡ社に勤務していたことは確認できるものの、このほ

かの期間について申立人が同社に勤務していたことを確認できない。 

   また、オンライン記録では、Ａ社は申立期間において、厚生年金保険の

適用事業所になっていないことが確認できる。 

   さらに、申立人はＡ社同僚はいなかったと述べており、同僚の証言を得

られない上、当時の事業主から申立人の勤務実態及び保険料控除に係る証

言を得ることができなかった。 

   加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給料か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書、所得税源泉徴収票等の資

料は無い。 

   このほか、保険料の控除に係る事実を確認することができる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2051 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 11 月から 50 年 12 月 26 日まで 

    私は、平成 20 年９月に届いた「ねんきん特別便」の内容を確認し、

疑問が生じ「ねんきん特別専用ダイヤル」に問い合わせた。 

    その結果、Ａ社で勤務していた昭和 46 年 11 月から 50 年 11 月までの

期間、私が記憶している報酬月額と社会保険庁の記録する標準報酬月額

とに大幅な相違があることが分かった。 

    申立期間の標準報酬月額を訂正していただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から、提出のあった申立期間に係る給与明細書上の社会保険料控

除合計額を基に算定した標準報酬月額は、オンライン記録における申立人

に係る標準報酬月額より低い額であることが確認できる。 

   また、同僚の一人は「給料総額の割には、社会保険料が少ないので喜ん

でいた。」旨の供述をしている。 

   さらに、ほかの同僚は「Ａ社の財政は厳しく、標準報酬月額は、実際の

報酬月額の７割程度で社会保険事務所（当時）へ届出をしたと思う。」旨

の供述をしている。 

   加えて、申立期間に係るＡ社の監査報告書上の複数の月額人件費とオン

ライン記録の各々の標準報酬月額を比較すると監査報告書の月額人件費の

４割以上減額された標準報酬月額が社会保険事務所に届けられたことが確

認できる。 

   このほか、事業所別被保険者名簿には、訂正等不自然な記載は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



  

申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2052 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年６月１日から平成３年６月 30 日まで 

    私は、昭和 53 年４月に大学卒業後すぐにＡ社に入社し、月収 28 万円

で就労し、57 年４月からは課長で月収 36 万円であった。また、63 年４

月以降は月収 40 万円で就労していたと思うが、社会保険事務所の記録

をみると、会社が申告した標準報酬月額と相違している事に気づいた。

申立期間の標準報酬月額を調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の事業所別被保険者名簿により、申立期間当時、申立人と年齢が近

い複数の同僚の標準報酬月額は、申立人と同額又はほぼ同額であることが

確認でき、申立人の標準報酬月額が同僚と比較して低額であるという事情

は見当たらない。 

   また、同僚に照会しても、標準報酬月額が給与と差異があることを証言

する同僚はいないほか、Ａ社の事業所別被保険者名簿をみても、標準報酬

月額が訂正された形跡は認められない。 

   さらに、オンライン記録上、Ａ社は平成３年６月 30 日に厚生年金保険

の適用事業所でなくなっており、申立期間当時の賃金台帳等は確認できな

い上、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間についてその主張する標

準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2053 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年１月７日から 36 年 10 月 13 日まで 

    私はＡ氏の所有する船舶Ｂに乗船していたが、船員保険被保険者記録

が欠落している。手元にある船員手帳にも記載が無いが、乗船していた

ことは間違いないので、船員保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立てに係る船舶の所有者であったＡ氏の関係者が「明確な時

期は覚えていないが、申立人とは一緒に乗船したことがある。」と証言し

ていることから、申立人がＡ氏の所有する船舶に乗船していたことは推認

できる。 

   しかし、申立人が乗船したとする船舶Ｂについて、当該関係者は「申立

期間当時、Ａ氏が所有していた船舶はＢと類似した船舶名のＣとＤであり、

Ｂという船舶は存在しない。」と述べており、申立人が所有する船員手帳

にも、船舶Ｂに乗船した記載は無い。 

   また、Ａ氏に係る船員保険被保険者名簿によると、同氏所有の適用船舶

は船舶Ｃ及び同船舶の廃船後に新船登録した船舶Ｅのみであることが確認

できる。 

   さらに、Ａ氏に係る船員保険被保険者名簿（昭和 35 年９月１日に新規

適用）によると、申立期間中に船員保険の資格を取得した者は１番から

37 番までであるが、この中に申立人及び申立人が一緒に乗船したとして

名前を挙げた同僚２名の名前は無く、欠番も無い。 

   加えて、申立人は、「Ａ氏所有の小さな船舶に乗船していた。」と述べ

ているところ、前記関係者は「申立期間当時、Ａ氏は漁船を２隻所有して



  

おり、そのうち、大きい漁船（船舶Ｃ及び同船舶の廃船後に新船登録した

船舶Ｅ）は船員保険に加入させていたが、ほかの１隻は 16 名ないし 17 名

の乗組員が乗船していた 19 トンの船舶Ｄであり、総トン数が小さいため

船員保険の適用をしていなかったかもしれない。」としている。 

   このことについて、管轄運輸局に照会したところ、「申立期間当時、総

トン数 30 トン未満の船舶所有者は乗組員を船員保険に加入させる義務は

なかったため、船員保険に加入していない事業主が多かったのではない

か。」との回答であった。 

   このほか、申立人が船員保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、船員保険料の控除に係る事

実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が船員保険被保険者として船員保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2054 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年４月１日から 33 年２月 28 日まで 

    Ａ社で勤務していた期間の被保険者記録が無い。私は公共職業安定所

の紹介で、同社に中途入社した。同社の創立 10 周年記念の時の従業員

の集合写真を持っており、同社で一緒に働いた同僚の名前も覚えている。

当時の給料明細書は無いが、申立期間に同社で働いていたことに間違い

なく、当該期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出したＡ社の創立 10 周年に事業所で撮影された写真及び関

係者の証言から、申立人が申立期間において、同社で勤務していたこと

は推認できる。 

   しかしながら、Ａ社は、同社で保管している申立期間当時の人事記録

（辞令簿）を調査した結果、申立人の人事記録は無いことから、申立人

が正社員として雇用された事実は無いと供述している。 

   また、申立人が記憶していたＡ社の同僚らの証言によると、同社では公

共職業安定所の紹介で採用された中途採用者などは数箇月から１年程度

の見習期間があり、その間は厚生年金保険に加入させず、正社員となっ

て辞令が交付されたときに厚生年金保険の資格を取得する取扱いであっ

たと証言している。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除さ

れていることを確認できる給料明細書等の資料を所持しておらず、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関係資

料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2055 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年４月から 29 年８月まで 

    私は、申立期間にＡ市のＢ社に勤めていたのに、年金特別便でその期

間の厚生年金保険の記録が無いことが分かったので、この期間を厚生年

金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当時の仕事の内容等を詳細に記憶し、その内容はＢ社の関係

者の証言と一致することから、申立人が申立期間当時同社に勤務していた

ことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ｂ社は厚生年金保険の適用事業所で

はないことが確認できる。 

   また、申立人はＢ社において交付された厚生年金保険被保険者証を持っ

て、その後Ｃ社でも被保険者となったと述べているが、申立人の同社にお

ける厚生年金保険被保険者番号は、昭和 36 年９月１日に同社において払

い出されたことが確認できる。 

   さらに、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立期間に係る厚生年金保険料が事業主から控除されていた

事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2056 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25 年５月１日から 26 年４月１日まで 

             ② 昭和 27 年７月７日から同年８月 31 日まで 

    Ａ社で勤務していた期間のうち、昭和 25 年５月１日から 26 年４月１

日までの期間及び 27 年７月７日から同年８月 31 日までの期間の被保険

者記録が無い。私は 25 年５月１日から同社で働いていた。朝鮮戦争が

終わったために会社の都合で 27 年８月の終わりごろに同社を退職し、

同年９月から 28 年１月までの期間は失業保険を受給していた。同年２

月にＢ社に入社し、３か月の試用期間後の 28 年５月から同社で本採用

になったことから、申立期間にＡ社で働いていたことに間違いなく、当

該期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人は、Ａ社の事業主の氏名を記憶して

いないことから、同社に係る商業登記謄本を請求したが、同社に係る記

録は保管されておらず、事業主を特定し、申立人の同社における勤務実

態等を確認することができない。 

   また、Ａ社において厚生年金保険被保険者記録がある者で、連絡先の判

明した者に対して、同社における申立人の申立期間①及び②当時の勤務

実態について照会したが、回答が得られず、申立人の当該期間に係る勤

務実態を確認することができない。 

   さらに、申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において、被保険者資格を取得した者の健康保険証番号に欠番が

無く、厚生年金保険被保険者番号払出簿においても、申立人の被保険者

資格取得日が、昭和 26 年４月１日となっていることが確認できる以外に、



  

申立期間①に係る同社での厚生年金保険被保険者記録を確認できない。 

   加えて、申立期間②について、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和

27 年７月７日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当該期間

当時は、適用事業所ではないことが確認できる。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除さ

れていることを確認できる給料明細書等の資料を所持しておらず、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関係資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2057 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年 10 月１日から 32 年８月 12 日まで 

    私は、昭和 27 年 10 月１日から 32 年８月 11 日までＡ社に、34 年７

月１日から 37 年４月 30 日までＢ社に勤務した。同社を退職する際に、

同社の事務担当者から脱退手当金の説明を受け、同社の厚生年金保険被

保険者期間については脱退手当金を受給したので、支給対象期間となっ

ていることを認識しているが、Ａ社の厚生年金保険被保険者期間につい

ては受給しておらず、脱退手当金の支給対象期間となる旨の説明を受け

ていないので、納得できないため支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、オンライン記録上、申立人が受給を認めてい

るＢ社の厚生年金保険被保険者期間とＡ社に勤務した申立期間を計算の基

礎として支給決定されているところ、Ｂ社に勤務した期間の厚生年金保険

被保険者台帳記号番号が、脱退手当金の支給日である昭和 37 年 11 月 29

日の直前の同年 11 月 14 日にＡ社に勤務した期間の台帳記号番号へ重複取

消処理されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて当該重複

整理がなされたものと考えるのが自然である。 

   また、申立人から聴取しても申立期間を含む脱退手当金を受給した記憶

が無いというほかに、申立期間を含む脱退手当金を受給していないことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2058 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 12 月 15 日から 50 年 10 月 21 日まで 

    平成 21 年の春ごろに、社会保険事務所（当時）で私の年金記録につ

いて調べてもらったところ、Ａ社及びＢ社の期間はすでに脱退手当金と

して支給済みとの回答を受けたが、Ａ社の退職時に脱退手当金を受給し

た覚えはあるが、Ｂ社退職後に脱退手当金を受給した覚えは無いので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の脱退手当金は、申立人が主張する申立期間前のＡ社退職後には

支給された記録は無く、同一の厚生年金保険被保険者記号番号で管理され

た同社の厚生年金保険被保険者期間及び申立期間を計算の基礎としてＢ社

を退職後に支給決定されているとともに、申立人の厚生年金保険被保険者

原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給した記

憶が無いというほかに、申立期間を含む脱退手当金を受給していないこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2059 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年 10 月１日から同年 12 月１日まで 

    私は、昭和 59 年４月２日から 61 年３月 21 日までＡ社に勤務してい

たが、オンライン記録では 59 年４月２日から同年 10 月１日までＢ社で、

２か月の欠落後、同年 12 月１日から 61 年３月 21 日までＡ社で厚生年

金保険の加入記録があるが、継続して勤務しているので申立期間を厚生

年金保険の加入期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、同僚の供述、申立人が提出した手帳の写しから、

申立人が申立期間において、Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 59 年 12 月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所で

はないことが確認できる。 

   また、申立人と同日付けでＢ社からＡ社へ異動した８名の厚生年金保険

被保険者記録を調査したところ、申立人を除く７名の従業員についても申

立人同様に被保険者期間の欠落がみられた。 

   さらに、申立人が提出した昭和 59 年度の所得税源泉徴収票により、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていないこ

とが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2060 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年３月 22 日から 42 年１月 27 日まで 

             ② 昭和 43 年１月 12 日から同年３月９日まで 

             ③ 昭和 43 年 11 月１日から 44 年 10 月１日まで 

    私は、年金の加入記録を確認するために社会保険事務所（当時）へ行

き、勤務した３社の期間について脱退手当金が支給済みとされているこ

とを知った。しかし、私は、退職する時に脱退手当金の説明を聞いた記

憶は無く、手続をした覚えも無いので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の被保険者名簿には、脱退手当金が支給されたことを意味する

「脱」の表示が記されているとともに、同一の厚生年金保険被保険者台帳

記号番号で管理された申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは

無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は、申立期間と申立

期間後の被保険者期間で別の番号となっており、脱退手当金を受給したた

め番号が異なっているものと考えるのが自然である上、申立人から聴取し

ても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2061 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年４月ごろから 35 年３月１日まで 

    Ａ社で勤務していた期間のうち、昭和 30 年４月ごろから 35 年３月１

日までの期間の被保険者記録が無い。 

    私は中学校を卒業してから上京し、会社に入って仕事をしたが、仕事

に耐えきれず、半年ぐらいでその会社を逃げ出してしまった。頼れる人

が無く、住む所も無く困ったので、住み込みの仕事先を探して、Ａ社に

入社した。当時の給料明細書は無く、同僚の名前も覚えていないが、申

立期間に同社で働いていたことに間違いなく、当該期間について厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に、Ａ社において厚生年金保険被保険者記録がある者に対して、

同社における申立人の申立期間当時の勤務実態について照会したところ、

多数の者が、同社には当時、申立人の兄が勤務しており、その弟である

申立人は、兄が同社に入社した時期（昭和 32 年１月資格取得）よりも後

から入社してきたと証言している。 

   また、これらの者の中には、申立人は、昭和 35 年ごろにＡ社に入社し

てきたことを明確に記憶していると証言している者がいるほか、同年１

月に同社を退職した者は、申立人と苗字が同じ者が一人だけ同社に勤務

していたと記憶しており、申立人の申立期間当時、その者が兄弟で同社

に勤務していた記憶は無いと証言している。 

   さらに、厚生年金保険被保険者名簿においても、申立人は昭和 35 年３

月１日にＡ社において被保険者資格を取得していることが確認できるこ

とから、申立人は、申立期間に同社で勤務していなかったものと考えら



  

れる。 

   加えて、Ａ社は昭和 49 年 11 月１日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっており、事業主は既に死亡していることから、当時の事情を聴取す

ることができない。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除さ

れていることを確認できる給料明細書等の資料を所持しておらず、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関係資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2062 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

    昭和 54 年４月分給与から 57 年 10 月分給与まで厚生年金保険料が控

除されている（計 43 か月間）にもかかわらず、厚生年金保険の加入記

録が 42 か月と記載されているので、調査して厚生年金保険の記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ社の給与明細書から、申立人は、昭和 57 年 10

月分の厚生年金保険料を給与から控除されていたことが認められる。 

   しかし、Ａ社から提出された人事記録（人事カード）によると、申立人

は昭和 57 年 10 月 30 日に同社を退社していることが確認できる。 

   また、雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社における離職日は、

昭和 57 年 10 月 30 日となっており、オンライン記録と一致していること

から、申立人の同社における離職日は同日であると認められる。 

   一方、厚生年金保険法では、第 19 条において、「被保険者期間を計算

する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその

資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」とされており、また、同

法第 14 条において、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなっ

た日の翌日とされていることから、申立人の資格喪失日は、昭和 57 年 10

月 31 日であり、申立人の主張する同年 10 月は、厚生年金保険の被保険者

期間とならない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として認めることは

できない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2063 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から同年 11 月１日まで 

    私は、大学卒業後の平成３年４月から同年 10 月までの７か月間、Ａ

社というアパレル関係の会社で、婦人服の生産管理をしていたが、厚生

年金保険の記録が無い。 

    申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、雇用保険被保険者記録から、申立人が申立期間にお

いて、Ａ社に勤務していたことは確認できる。 

   しかし、Ａ社は、オンライン記録では、申立期間当時に厚生年金保険の

適用事業所であった事実を確認できない上、同社の代表取締役は、申立期

間において国民年金保険に加入し保険料を納付している。 

   また、申立人をＡ社に紹介したとする者は、「Ａ社は厚生年金保険には

加入していなかったと記憶している。」と証言している。 

   さらに、Ａ社は、既に閉鎖しており、当時の代表取締役及び役員の連絡

先が判明しないほか、申立人は同僚について名字しか記憶しておらず連絡

先が判明しないことから、申立期間当時の厚生年金保険の取扱いや保険料

控除に関する関連資料が得られない。 

   このほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により、給与から控除され

ていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2064 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年７月 29 日から 52 年１月１日まで 

    厚生年金保険の記録について、Ａ社で、昭和 42 年１月５日に資格取

得、51 年７月 29 日に資格喪失となっているが、52 月１日１日資格喪失

のはずであるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社における厚生年金保険の被保険者資格喪失日は昭和 52

年１月１日であると述べている。 

   しかし、申立期間における申立人の雇用保険の加入期間は、昭和 42 年

１月５日から 51 年７月 28 日までであることが確認できる。 

   また、申立人に係る厚生年金保険被保険者原票によれば、申立人は、昭

和 51 年７月 29 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同年８月８日

に健康保険証が返還された旨の記録が確認できる。 

   さらに、申立人が挙げた複数の同僚は、いずれも死亡又は消息が不明で

証言を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2065 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年８月 18 日から 29 年７月 16 日まで 

             ② 昭和 29 年 10 月１日から 30 年４月 25 日まで 

             ③ 昭和 30 年 12 月 16 日から 32 年 10 月１日まで 

    私は、社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の記録を確認したとこ

ろ、申立期間については脱退手当金が支給済みであるという回答をもら

った。 

    私は、いずれの会社でも経理や給与計算の仕事をしていたが、脱退手

当金制度を知らなかったし、会社が代理請求の手続をしていることなど

も無かったと思う。脱退手当金を受給した記憶は無いので、調査の上、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＡ社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載

されているページとその前後 10 ページに記載されている女性のうち、申

立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日である昭和 32 年 10 月１日の前

後２年以内に資格を喪失し、脱退手当金の受給要件を満たした者 26 名の

支給記録を調査したところ、16 名について脱退手当金の支給記録が確認

でき、その全員が資格喪失日から７か月以内に支給決定されている上、当

時は通算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人についてもそ

の委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考え

られる。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、申立期間の脱退手当金

を支給したことが記録されており、脱退手当金の支給額は、オンライン記

録と一致している上、計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険



  

被保険者資格喪失日から約７か月後の昭和 33 年４月 30 日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2066 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年 10 月１日から 53 年８月 31 日まで 

    私は、申立期間にＡ社（現在は、Ｂ社）の外交員として働き、高い成

績を収め、営業表彰も受けている。この期間の厚生年金保険加入記録が

無いのは納得できないので、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された「52 年６月採用報告書兼登録コード台帳」等の資

料によると、申立人の同社在職期間は昭和 52 年６月２日から同年９月 30

日までの期間となっており、申立人が同社に申立期間の一部において勤務

していたことを確認できる。 

   しかし、Ｂ社は、「厚生年金保険には、職員への昇格と同時に加入させ

ていたが、職員への昇格は、入社後一定期間をおいてから決定してい

た。」と回答している。 

   また、オンライン記録から、申立期間のうち、昭和 51 年 10 月から 53

年８月まで(昭和 53 年４月から同年６月までは未納)の期間は、申立人は、

国民年金の申請免除期間となっている。 

   さらに、申立人は、当時の同僚の氏名を記憶しておらず、同僚等から当

時の状況を確認することはできない上、申立期間において事業主により給

与から厚生年金保険料を控除されていた事実を確認できる給与明細書等の

資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2067 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年８月１日から 48 年１月１日まで 

    私は、昭和 47 年８月１日から同年 12 月 31 日までＡ社にウエートレ

スとして勤務したが、当該期間について厚生年金保険被保険者として

の記録が無いことから訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間においてＡ社の経営する遊技場内のレストランにウ

エートレスとして勤務していたことは、多数の同僚の証言から推認でき

る。 

   しかし、Ａ社は、昭和 47 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所とな

っており、申立期間のうち同年８月１日から同年 10 月１日までの期間は、

被保険者とはなっていないものと考えられる。 

   また、当該事業所における同僚 17 名に対し職種等を聴取し、厚生年金

保険の加入記録と照合したところ、おおむね、事務職に従事した者の厚

生年金保険被保険者資格の取得日はＡ社が適用事業所となった昭和 47 年

10 月１日となっており、事務職以外のウエートレス及び他のレストラン

従業員の取得日は、同社の新規に適用事業所となった日以前から勤務し

ている者についても、48 年５月 18 日となっていることから、同社では職

種により厚生年金保険の加入時期が異なっていたことがうかがわれる。 

   さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料控除を確認できる資料

を保管していない。 

   このほか、保険料の控除に係る事実を確認することができる関連資料及

び周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2068 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により、給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年８月 27 日から 27 年 12 月 10 日まで 

    Ａ社に勤務していた期間の厚生年金保険記録が無い。 

    この期間、私は、公共職業安定所で紹介されてＡ社に運転手として住

み込みで働いていた。申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の記憶している事業主の妻及び同僚の証言から、申立人が申立期

間において、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

   しかし、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、昭和 32 年９月１日であり、申立期間は適用事業所でないことが

確認できる。 

   また、申立人は、申立期間当時、給与は現金で手渡しされ、給与明細書

は無く、病院の支払いは全額自己負担だったことを記憶していると供述し

ている。 

   さらに、申立人が記憶しているＡ社の代表取締役、その息子及び同僚は

昭和 30 年以降に、同社の関連事業所であるＢ社において厚生年金保険被

保険者の資格を取得しているが、同社についても申立期間においては、厚

生年金保険の適用事業所となっていない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2069 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年６月ごろから 42 年５月までの期

間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年 11 月 11 日から 42 年９月

11 日までの期間及び 45 年 10 月７日から 46 年６月 30 日までの期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年６月ごろから 42 年５月ごろまで 

             ② 昭和 41 年 11 月 11 日から 42 年９月 11 日まで 

             ③ 昭和 45 年 10 月７日から 46 年６月 30 日まで 

    私は、申立期間①について、Ａ社に住み込みで勤務していたが、厚生

年金保険被保険者としての記録が無い。当時の給与明細書等は持ってい

ないが、確かに勤務していたので厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

    また、申立期間②に勤務していたＢ社及び申立期間③に勤務していた

Ｃ社の厚生年金保険の記録について、昭和 49 年９月 25 日に脱退手当金

が支給済みとされている。しかし、私は、Ａ社を退職した 42 年５月ご

ろ、自分で脱退手当金の手続をして受け取ったことはあるが、49 年９

月に受け取ったことは無いので、厚生年金保険被保険者期間として記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人がＡ社の所在地及び勤務内容を詳細に記

憶していることから、申立人は同社に勤務していたことが推認できる。 

   しかし、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、昭和 63 年 11 月１日であり、申立期間当時においては、当該事業

所は厚生年金保険の適用事業所でないことが確認でき、申立人が氏名を覚



  

えていた同僚のうち１名の資格取得日は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所となった 63 年 11 月１日で、残りの１名については 41 年４月から 47 年

７月まで勤務していたとしているが、この同僚もこの期間については申立

人と同様に厚生年金保険被保険者としての記録が無い。 

   また、申立期間①のうち、昭和 41 年 11 月 11 日以降については、申立

人はＢ社の厚生年金保険被保険者となっていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

   申立期間②及び③については、申立人は、「Ａ社を退職した昭和 42 年

５月ごろ自分で脱退手当金の手続をして受け取ったことはあるが、49 年

９月に受け取ってはいない。」と述べているが、昭和 42 年５月当時、同

社は厚生年金保険の適用事業所になっておらず、オンライン記録では、

当時の厚生年金保険被保険者期間は同社の前に勤務していたＤ社の８か

月間であることから、仮に、申立人が主張するＡ社の申立期間である 12

か月を含めたとしても、脱退手当金の支給要件を満たさないことを踏ま

えると、申立人が脱退手当金を請求したのは、Ｃ社を退職したことによ

って支給要件を満たした 46 年６月以降であると考えられる。 

   また、Ｃ社の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味

する「脱退 49．９．13」の丸印が押されているとともに、申立人が受

け取ったと記憶している金額はオンライン記録にある脱退手当金の支給

金額とほぼ一致しているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

   さらに、申立人から聴取しても、昭和 49 年に受給した記憶が無いとい

うほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間②及び③に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2070 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18 年４月１日から 20 年１月 10 日まで 

    学校に来ていた求人に応募し、国民学校高等科を卒業した直後の昭和

18 年４月からＡ社に勤務した。申立期間について厚生年金保険に加入

していたはずであり、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人と同じ国民学校高等科を卒業し、同時にＡ社に勤務したとする同

級生の証言から判断すると、申立人が昭和 18 年４月に同社に入社し、申

立期間において継続して勤務していたことが認められる。 

   しかし、Ａ社は、同社が保管する「厚生年金名簿」から、申立人の厚生

年金保険の資格取得日を昭和 20 年１月 10 日と届けたとしている。 

   また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人が、同社

に同時に入社し、同一の業務に従事していたとする同年齢の同僚２名の厚

生年金保険の資格取得日も申立人と同じ昭和 20 年１月 10 日となっている。 

   さらに、申立人が、同時にＡ社に入社したとする国民学校高等科での同

級生２名のうち、１名の厚生年金保険の資格取得日も昭和 20 年１月 10 日

であり、申立人の勤務を供述している同僚は、19 年４月に同社を退職し

たと述べているところ、同社に係る厚生年金保険被保険者記録が無い。 

   加えて、申立人及び上記４名のうち３名は、Ａ社に入社すると同時にＢ

青年学校に入学したと述べているところ、同社保管の資料及び申立人の供

述から、当該青年学校では入学当初、半日は学科、半日は職業科の実習が

行われていたが、太平洋戦争の進展に伴い、学科及び職業科の授業は次第

に職場の勤労作業に転換されていったことがうかがわれる。これらのこと

から、同社においては、青年学校に通っていた従業員が実質的に学生から



  

労働者に移行した昭和 20 年１月 10 日に厚生年金保険の資格取得手続を行

ったと考えるのが自然である。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

神奈川厚生年金 事案 2071 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年８月１日から５年４月１日まで  

    私は、平成４年８月１日に嘱託職員としてＡ社に入社し、同社のＢ分

室に配属され勤務した。翌年４月からは本部に異動したが、Ｂ分室に勤

務していた期間の年金記録が不明である。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社が保管している嘱託職員委嘱通知及び雇用承

諾書から、申立人が申立期間に同社Ｂ分室に勤務していたことは確

認できる。  

   しかし、同社が保管している申立人に係る給与明細書から、申立期間

については厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

   また、Ａ社は、「嘱託職員についての厚生年金保険の加入は平成５年４

月１日からとなっており、それより前の期間は厚生年金保険に加入してお

らず、厚生年金保険料を控除していない。」と回答している。 

   さらに、申立人と同時期に、Ａ社Ｂ分室に一緒に勤務していたとする嘱

託職員である同僚の厚生年金保険被保険者記録は平成５年４月１日以降の

加入記録しかない。 

   加えて、当該事業所が保存している厚生年金保険被保険者資格取得確認

及び標準報酬決定通知書の資格取得日と被保険者名簿における厚生年金保

険の資格取得日とは一致していることが確認できる。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2072 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25 年６月１日から 26 年 11 月 21 日まで 

             ② 昭和 27 年１月４日から 30 年９月 28 日まで 

    平成 20 年に年金記録を照会したところ、申立期間①及び②はいずれ

も脱退手当金が支給済みとの回答であったが、２つの申立期間に係る事

業所において厚生年金保険被保険者であったことはその照会の時に初め

て知ったぐらいである。そのような状況から考えても脱退手当金の手続

をしたはずはなく、受け取ることはあり得ないので、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給されている

ことを意味する「脱退手当金」の表示が記入されているとともに、申立

期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りはなく、申立期間に係る厚

生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 30 年 12 月 15 日に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2073 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年４月 21 日から 44 年１月 26 日まで 

    昭和 39 年４月 21 日から 44 年１月 26 日までのＡ社に勤務していた期

間について、厚生年金保険の記録が無いが、同社に勤務していたので、

当該期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間についてＡ社に勤務していたことは、同僚の証言から

認められる。 

   しかしながら、申立人が勤務していたとするＡ社は、オンライン記録か

ら、厚生年金保険の適用事業所であったことが確認できない。 

   また、Ａ社の同僚３名は、申立期間において、国民年金に加入している

ことが、オンライン記録で確認できる。 

   さらに、Ａ社で勤務していたとする者は、「私も、Ａ社においては厚生

年金保険の被保険者となっていないが、会社から、厚生年金保険に加入

しているなどとは聞いたことが無い。」旨の証言をしている。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2074 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年５月１日から 24 年３月１日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録では、Ａ社Ｂ支店で昭和 24 年３月１日

に資格取得となっているが、私は、23 年３月に女学校を卒業し、同年

５月１日に同社同支店に入社した。厚生年金保険の資格取得日が相違し

ていることに納得がいかないので、当該期間について厚生年金保険の被

保険者であったとことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及び申立人の挙げた同僚の証言から、申立人が申立期間にＡ社Ｂ

支店で勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ支店は、昭和 24 年３

月１日に厚生年金保険の適用事業所になっており、申立期間は適用事業所

ではないことが確認できる。 

   また、上記の同僚は、「当時、私は営業部であったが、経理も担当して

いた。申立人より後に採用した社員から社会保険に加入しなくても良いの

か、という指摘があり、昭和 24 年３月１日に適用事業所となったが、そ

れ以前については、保険料を控除していない。」と回答している。 

   さらに、Ａ社Ｂ支店の厚生年金保険被保険者名簿により照会し、回答が

あった同僚から、申立期間については、給与から保険料を控除されていな

かった旨の回答が得られた。 

   加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料が無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除に係る事実

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2075 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年８月ごろから 27 年５月ごろまで 

    私は、昭和 25 年８月ごろから 27 年５月ごろまでＡ社で働いていた。

厚生年金の被保険者期間が無いので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＡ社に１年ないし２年間勤務していたと述

べている。 

   しかし、Ａ社が適用事業所となった昭和 27 年４月１日に被保険者とな

った同僚は、「私は、昭和 27 年３月にＢ社からＡ社に移籍したが、同社

在籍中には申立人はいなかった。」と証言している。 

   また、オンライン記録によると、Ａ社は昭和 27 年４月１日に厚生年金

保険の適用事業所となっていることが確認できる。 

   さらに、申立人が名前を挙げた３人の同僚は、Ａ社の被保険者名簿に記

録は見当たらない。 

   加えて、Ａ社の被保険者名簿を見ても申立人の加入記録は無く、健康保

険の整理番号に欠番は無い。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 2076 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年９月３日から 15 年 11 月 30 日まで 

    定年退職後、系列のＡ社から危険物取扱者の免状取得を条件として、

給油スタンドの要員として採用された。入社時に年金手帳の提出要請が

あり、総務担当の女子職員から平成 13 年９月３日付けの資格取得のサ

インをもらったが、厚生年金保険被保険者記録が無いので、調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社との嘱託雇用契約書、雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期

間に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、申立人から提出された源泉徴収票から、申立人が申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認でき

ない。 

   また、Ａ社は、「申立人の勤務時間は、一般社員の４分の３未満のため

厚生年金保険の加入要件にあてはまらないので、厚生年金保険の被保険者

としなかった。」旨の回答をしている。 

   さらに、申立人が保管する年金手帳に記載されている平成 13 年９月３

日付けの資格取得については、当初、社会保険事務所（当時）において、

申立人は、資格取得日を同日として記録されていたが、申立人が厚生年金

保険の加入要件に該当しないという理由で、同年 10 月５日に資格取得の

取消がなされていることがＡ社の届書から確認できる。 

   このことについて、申立人の保管する嘱託雇用契約書には、申立人の勤

務形態は、１日８時間、月 15 日（月 120 時間）と記載されているところ、

Ａ社から提出された就業規則には、一般社員の月間稼働時間は 163 時間と



  

規定されていることから、申立人の勤務時間が一般社員の４分の３未満で

あることが確認できる。 

   加えて、申立人は、前の会社を定年退職後、申立期間に任意継続被保険

者として健康保険に加入し、任意継続期間満了後は国民健康保険に加入し

ていることが健康保険組合等の記録から確認できる。 

   このほか、保険料の控除に係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は

見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


